
1ＳＳＮ１３４１－３１９８

医療社会福祉研究
第１１巻第1号。第１２巻第1号

第13回大会基調講演

現場からソーシャルワークのあり方を考える

一弁護士から見た医療・貧困一 尾 藤慶 喜

論文

患者の生活課題およびソーシャルワーカーに対する病院職員の認知

富樫八郎・高田玲子・海津加代子・杉山明伸・平野朋美

福祉相談機関におけるソーシャルワーカーの専門職性認知傾向の比較

南彩子・武田加代子

インタビュー

ソーシャルワーカーの養成と教育 森野 郁子

(聞き手：大谷昭）

書評

日本医療社会事業協会･50周年記念誌編集委員会編：

日本の医療ソーシャルワーク史・日本医療社会事業協会の50年

2003年12月

日本医療社会福祉学会

山手茂



｢医療社会福祉研究」投稿規定
１．「医療社会福祉研究」は，医療社会福祉に関する研究論文，実践報告，資料，

書評などを掲載する。（「研究論文」と「実践報告」の詳細については，巻末を
参照）

2．原稿は，他誌に既に掲載されていないもの，あるいは，現在投稿中でないオリ
ジナルなものに限る。

3．著者ならびに共著者は，本学会会員に限る。

4．原稿の採否は，査読を行った上で，編集委員会が決定する。

5．原稿提出期限は，とくに定めるものを除いて，随時とする。
6．原稿送付先は，機関誌担当理事とする。

（〒2148565川崎市多摩区西生田ｌ－ｌ－１

日本女子大学社会福祉学科中谷陽明

電話：044-952-6851,ＦＡＸ：044-952-6869

樋子メール：nakatani＠fC・jwu､acjp）

執筆要領
1．本文は，原則として，表題・図表・注・文献を含めて12,000字以内とする。

2．本文は，原則として，縦置きＡ４の用紙に，４０字×30行程度で印字したものとす

る。フロッピーディスク・電子メール等によるテキストファイルの提出を求め
られることもある。

3．「論文」には，300語以内の英文抄録をつける。

4．表題には，必ず英文表記を付すこと。

5．原稿の表紙に，表題，著者，所属，キーワード（2～5語）を明記する。

6．文献は，引用順，あるいは，著者名でABC順に配列する。

＊文献の表記例

単行本の場合著者名：書名，出版社名，発行年．

雑誌の場合著者名：表題名，雑誌名，巻数，最初の頁一最後の頁，発行年．

2002～2004年度編集委員

手島陸久（編集委員長）

相原和子，植、漁，松111真，中谷陽明（機関誌担当理事）



目次

第１３回大会基調講演

現場からソーシャルワークのあり方を考える

一弁護士から見た医療・貧困一

論文

尾 藤唐 喜 １

患者の生活課題およびソーシャルワーカーに対する病院職員の認知

富樫八郎・高田玲子・海津加代子・杉山明伸・平野朋美１５

福祉相談機関におけるソーシャルワーカーの専門職性認知傾向の比較

南彩子・武田加代子

インタビュー

2５

ソーシャルワーカーの養成と教育森野郁子（聞き手：大谷昭）３５

書評

日本医療社会事業協会・５０周年記念誌編集委員会編：

日本の医療ソーシャルワーク史・日本医療社会事業協会の50年

山手茂４５



医療社会福祉研究VoL11No､１．Vol､１２No.１２００３．１２

[第13回大会基調講演Ｉ

現場からソーシャルワークのあり方を考える

－弁護士から見た医療。貧困一

１．私の経歴と事件簿の中から

１．厚生省での経験が教えるもの

伝統あるこの学会の基調講演をさせていただく

機会を与えてくださいましてありがとうございま

す◎

私は、弁護士として法律の現場で仕事をしてい

るわけですが、弁護士もソーシャルワーカーの一

員であると考えていますので、今日は、そういう

事例の中から、常日頃私が考えていることをお話

したいと思います。その意味で、弁護士の話なの

で法律の話が聞けるかなと思われている方､また、

アカデミックな話を期待している方には不向きか

もしれません。現場からソーシャルワークのあり

方を考えるということでお聴きいただけたらと思

います。

先ほどご紹介いただきましたように、大学を卒

業しまして後、私は、公務員になりました。なぜ

公務員になろうと思ったかといいますと、仕事を

するからには、単にお金儲けの仕事ではなく、人

さまのお役に立てる仕事ができたらいいなと思っ

ていたからです。そういう点からみて、公務員が

いいのではないか、給料をもらいながら人さまの

役に立つ仕事ができるのではないかと思っており

ました。しかし、同じ公務員でも、通産省（現在

の経済産業省）や大蔵省（現在の財務省）は権力

志向的で私の性に合わないので、厚生省（現在の

厚生労働省）が私には合っているのではないかと

思い、厚生省を希望しまして、昭和45年（1970年）

４月、厚生省に入りました。

入省してすぐ保険局企画課という医療保険の抜

本改正を検討･している課に配属され、１年半医療

*HirokiBito鴨川法律事務所・弁護士

尾藤贋喜＊

保険の仕事を担当しました。医療をどうするかと

いうことを、当時も議論していました。しかし、

昭和45年に私が入省した時から30年以上たって、

未だ医療保険の抜本改正が議論されているという

状態からもわかりますように､医療保険の現状は、

問題を抱えたままで先送りになっています。

医療保険の現場は、今より厳しい現場で、当時

は自民党と社会党が2大政党で、与野党対立の時

代でした。そして、与野党対立法案の最たるもの

が医療保険の改正問題でした。先日、医療保険関

係の改正案がアッという間に強行採決で決まりま

して、当時からすると医療保険をめぐる力関係が

随分変わったなと思いました。それが、決して良

いことであるとは思いません。

そういうところに１年半おりましたが、医療保

険の仕事は、公務員として独自にやれる範囲はほ

とんどありませんでした。ある日突然「制度を変

えたいが、条文化を考えてくれないか」「あ、そ

うですか」ということで作業をする。砂を噛むよ

うな思いをしながら仕事をやっていました。

当時の議論を参考のためにご紹介しますと、当

時厚生省が理想的な医療保険制度として考えてい

た給付率は、９割給付で足並みを揃えるたいとい

うことでした。国民健康保険も支給率を9割給付

にする。一方、健康保険は原則１０割給付だったわ

けですが、「一部負担は必要。９割給付で揃えるべ

きではないか」というのが当時の厚生省の考え方

でありました。今の原則7割という給付率からみ

ると、当時の抜本改正にむけての議論はどうなっ

たのかなと思います。

ともあれ、仕事自体が、一公務員として、面白
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味がなかったので、「辞めようかな」と思ったの

です。

ところが1年半たちますと、社会局の保護課に

移ることになり、生活保護を担当することになり

ました。

私が生活保護制度に持っていた当時のイメージ

は､小さい頃見たテレビドラマが頭にありました。

ある貧困な家庭にケースワーカーが家庭訪問に行

く。その家庭が内職をやっている。小さい子ども

とお母さんで、サンダルを有機溶剤でくっつける

内職をしている。ケースワーカーが来るとバタバ

タと片づけてそれを隠す。ところがケースワー

カーに見つかって、収入を申告していないと叱ら

れるというシーンが記憶に残っていました。そう

いう暗いイメージがありました。

しかし、実際に生活保護の仕事をやってみます

と、語弊があるかもしれませんが、面白い仕事だ

なと思いました。

なぜそう思ったのか。それは、それまでの医療

保険の仕事は、上から改正‘作業が降ってわいてく

る、ある日突然に政策がどこかで決まる。ところ

が、生活保護というのはそうではなく、現場の声

から制度の改正意見が来るわけです。

当時は、現場のケースワーカーの方から、直接

私が電話をいただくことが多かったのです。

「こういう事例があるが、どうしたらいいか」

と聞かれるわけです。

また、時々、厚生省の玄関に「厚生省はけしか

らん」とお酒を飲んだ酔っぱらいの方などが、

｢福祉事務所に行ったがけんもほろろで相手をし

てくれない。君らがやっている行政が間違ってい

るから、我々はこういう目に合っているのだ」と

訪ねてこられます。このような、厚生省に生活保

護制度の文句を言いに見えた方のお相手を私がす

ることになっていました。係は社会局保護課法令

係で、係員は1名です。現場のケースワーカーの

方から電話があったり、各県から電話があったり、

時々はお客様が見える。そんな中で、むしろ、お

酒に酔ったお客様が、筋の通ったことを言われる

ことが多かったのです。厚生省に物を言う、制度

の矛盾を鋭く突いてくるので、私は、ある意味で

楽しみにして、今の現場がどうなっているのか情

報収集をしていました。ですから、生活保誰制度

は医療保険制度と違って面白かったのです。

２．生活保護法の柔構造

私は、『誰も書かなかった生活保護法」という

本の第一章で、「生活保護法は柔柵造を持ってい

る」と書きました。

ここでいう柔らかい構造というのは、根本には

生活保護法は、市民の生存権、命を底辺で支えて

いるわけです。いわゆるセーフテイネットです。

したがってこの制度が固くなってガチガチになっ

ていると、新しい問題が出てきた時に対応できな

いことになるのです。

生存権を支えなければいけない時、新しい問題

が出てきた時、制度がガチガチに決められている

と、新規の問題に対応できないので、法律改正を

その都度しないといけない。これでは、毎日の生

存権を保障するための行政が直ぐにはできない。

したがって、法律ですべてを決めるのではなく、

あらゆる問題に柔軟に対応できるように、法律の

構造が、医療保険や年金制度とは違って、軟らか

く造られている。ゆるやかにつくられているので

す。

具体的に申しますと、法律の条文では、生活保

護法7条は、「巾請主義の原則」をとっています。

生活保護は、申請があって初めて開始される。生

活保護を利用するかどうかは国民の自己決定に基

づいているのです。だけれども、現実には、生活

に困っているのに｢お上のお世話になりたくない」

と保護の受給を拒否している人がいる場合には、

例外的に職権でも保護ができる。これは、緊急性

がある場合に限られますが。

昨年から朝日新聞に、生活保護の相談に行った

が窓口で対応してくれないために餓死した人の

ケースが特集されています｡このケースについて、

役場の担当者のコメントは「生活保護制度は申請

主義をとっているので、本人が申請しないとどう

しようもない」というのです。しかし、このよう

な説明は、生活保護法の条文をきちっと見ていな

いからで、生活保誰制度は、申請主義はとってい

ますが、例外として緊急の場合の職権保護も規定

しているわけで、「緊急性のある場合には、保護
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の申請がなくても保談することができる」と書い

てあるわけです。

もう一つは「保護の補足性の原理」である生活

保護法4条です。生活保護は資産や能力がある場

合、それを活用した上で初めて保護が認められま

す。この4条は、評判の悪い条項です。しかし、

その中で3項がありまして、資産や能力を活用し

ていない場合でも、急迫した事情がある場合は、

保護することができることになっています。つま

り、保護の補足性の原理から保護に値しない場合

でも、急迫性がある場合は保護していいとなって

います。

このように、「補足性の原理とその例外」がfII：

いてあるのです。

また、生活保謹は世帯を単位として行うという

｢世帯単位の原則」が、法の１０条に書かれていま

す。しかし、「これによりがたいいときは、個人

を単位として保護することができる」とも書いて

あります。

生活保護制度は、ことほど左様に、原則をその

まま適応した場合に、生存権が保障できない場合

のために例外規定を世いているのです。つまり、

柔らかに対応できる制度になっているのです。

ある意味で、制度をどう運用するかは、現場の

ケースワーカーや各県の担当者の裁量、厚生省の

考え方次第です。当時、私は単なる係員でしたが、

法令解釈の担当ですから「こういう解釈もできる

のではないか」と言えば、全国でできることにな

るわけです。そういう意味で面白いなと思いまし

た。

もう一つ、柔構造の考え方として強調しておき

たいのは、現場のケースワーカーの方たちが思っ

ている現場の問題状況が、そのまま各県を通じて

伝えられる。これが、ブロックごとに議論されて、

厚生省に意見として集められるようになっていま

した。

医療保険の改正は、突然与野党の調整から案と

して出てきますが、生活保護制度の改正は、毎年

現場のケースワーカーの意見に基づいてやること

になっていました。これは非常にいい制度だと思

います。現場の声が制度改正に結びつく。一人一

人のケースワーカーの思いが、新しい制度をつく

医療社会福祉研究VoLllNo.l・Vol,１２No.12003.12

る。

なぜそうなっているのでしょうか｡生活保護は、

生存権を保障している極めて緊急性の高い制度だ

からです。ゆっくり国会で審議して、与野党の折

衝の中から制度をつくろうと考えていたのでは、

明日の生活に困っている人はどうなるか。明日の

生活のことをよく知っている人は、むしろ現場の

ケースワーカーの方なんです。その人たちが今、

目の前にいる人をどうするか、それに対応する制

度にしようというのが生活保護法だったのです。

そういう意味で私は大変而白いと思いました。

ところが、最近の生活保護の状況を聞いていま

すと、柔構造の柔らかみがなくなって、たんだん

固くなってきている。制度運営が、金属疲労を起

こしている。パイプが詰まってきている。制度の

運用が原則だけになって、例外的運用をフレキシ

ブルに書いてあったのが、原則的な運用ばかりに

なっている。現場の声が厚生労働省に届いていま

せん。

３．風呂場の設置をめぐって

当時、そういう運営の中の事例を紹介したいと

思います。

ある日突然、私に電話が参りました。当時は、

しょっちゅう、現場のケースワーカーの方から直

接電話があったわけですが、県の方は嫌がりまし

て「直接厚生省に電話することはなるべくやめて

もらいたい。県を通じて言ってもらいたい」と

言っていたようです。しかし、そんなことは一向

に考える必要はないので、私は、むしろこのよう

な電話を楽しみにしていました。

ある日、某県の福祉事務所のケースワーカーか

ら、「担当している方でお風呂に入れていない人

がいる」とのことでした。私は、「近くに銭湯は

ないのですか？」聞きましたが、「山の中で銭湯

はバスで1時間ほど行かないとありません」との

ことでした。私は、役人根性に毒されていました

から、「もらい湯はできないんですか？」と質問

してしまいました。

「もらい湯」という言葉を知っている方、おら

れますか？この答えで､年齢届がわかるのですが、

私のうちには、風呂がなかったものですから、小
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さい頃には、お隣の家の風呂に入れてもらいに

行った（もらい湯）経験がありました。

生活保護手帳を見ますと、当時は「風呂の改修

費用をどう負担するか」という問答で、「近所の

もらい湯を考慮すること」と書いてありました。

そういう問答があったので、つい電話でそのこと

を聞きましたら、「隣に行くのに歩いて30分ほど

かかるので、もらい湯したら湯冷めしてしまいま

す。何とかなりませんか。生活保護費で風呂場の

設憧を認めてもらえませんか」と聞かれました。

生活保護手帳にはそんな項目はどこにもありませ

んでした。生活保護制度は、住宅の改修は認めて

いましたが、風呂場の設置は、ないものを新たに

つくるわけで、住宅改修ではありません。新築な

のです。したがって、制度として予定をしており

ません。

私の方は、ケースワーカーの方に、「手|帳を見

ていただくとわかるように、風呂場をつくること

は制度上、予定していません」と答えました。少

しずつ役人根性が染みついていたのでしょう。し

かし、その方は熱心な方で、「そう言われるけど、

困っておられるんです。何とかしてください｣。

私は、「困っていると言われても、ないものはど

うしようもない。実施要項上できない」と答えま

すと、「それを何とかするのがあなたの役割では

ないですか」との反論。「とにかく現場をみてく

ださい」と言われました。

そこで、某県の隣県のブロック会議に出掛けた

機会に、現場を見せていただくことにしました。

案内していただくと、大変なところで、山の中で

す。川の水を汲んでドラム缶に入れて、薪を焚い

て、１週間にl同くらいお風呂に入っておられまし

た。それを見ましたら、さすがに私も「何ともな

りません」とは言えなくて、「何とかしましょう」

と言ってしまったのです。

そして考えまして、風呂の設置を住宅改修の名

目で、住宅に足りないものを付加するから改修と

考えていいのではないかという理屈で案をつくり

ました。しかし、最低生活の保障ですから、たく

さんお金を出すわけにいかない。そこで、保護課

の基準係の係長に相談し、最も安い風呂の設置費

用見穣りをしました。そして、大蔵省に「最低生

活の維持のために風呂が必要だ」と予算要求をし

たのです。

大蔵省の担当者は何と言ったと思いますか？未

だに覚えています。

「風呂がなかったって生き死にに関係ないじゃ

ないですか。生活保護の最低生活費は生きるか死

ぬかという問題なんです。風呂がなかったって死

にはせんじゃないですか」と言う回答でした。私

は頭にきまして、「最低生活の中身は生き死にの

問題ではない◎生存権の中身は文化的なものを含

んでいるじゃないですか」と議論しましたけど、

耳を傾けてはくれませんでした。

そこで、私は、「わかりました、生き死にに関

係あればいいんですね」とタンカを切りまして、

｢あらゆる交通機関を使って往復して1時間以上

たっても近くに銭湯がない。もらい湯が期待でき

ない場合は、風呂を設置しても構わないという条

件でどうですか」「往復に1時間かけて銭湯に行く

と湯冷めするじゃないですか。風邪を引いたら生

き死にに関係してきますよ」と持っていきました。

そうすると、「ウーン、そうかもしれんな」と

言ってくれて、「何件くらいあるんですか」と聞

かれました。生活保護の制度は予算でいうと義務

費なので、一度制度ができると、「予算がないか

ら出せない」とは言えません。申請があったらす

べて出さないといけない。１件でも1万件でも、全

部義務費で平等に出さなければならないのです。

このため、大蔵省は、新設の事例が何件あるか

大変気にしています。私は、「あんな状況の家は

日本で１，２件しかないでしょう。制度をつくって

も年間でせいぜい１，２件ではないですか」と言っ

て制度を造ったわけです。しかし、制度を造れば

こちらのものです。申請があれば、義務費で認め

なければなりませんからね。

今は、風呂場の設世の条件は、もっと緩やかに

なっています。「社会生活上、風呂の設置がやむ

をえないと認められる場合は、設置して差し支え

ない」という実施要領（基準）になっています。

しかし、当時、私がやった仕事の跡は、少し残っ

ています。

この事例では、何が制度を動かしたのでしょう

か。現場のケースワーカーの熱意だと思います。
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実際、自分が担当しているケースの生活を見て

｢何とかしたい」という熱い思いがあって、私に

電話をして私の官僚的答弁にもめげず、一生懸命

プッシュして「現場にまで来い」と言われた熱意

です。ケースワークはそういうものではないです

か。

４．人工透析の費用負担をめぐって

別の事例も紹介しておきましょう。人工透析の

費用負担問題は、皆さん方も医療の現場で経験さ

れていることだと思いますが、私が厚生省で生活

保護を担当していた頃は、人工透析の費用を公費

で負担する制度がなく、国民健康保険の下では、

自己負担分が、当時で確か月30～40万円もありま

した。

当時、ある革新自治体の保護課の係長がある日

見えまして、「こういうケースがある」といわれ

るのです。その当時、この方は、制度上の難しい

問題があると、すぐに私のところに持ってきて、

｢どうですか。こういうものをどう解決したらい

いのでしょう」と聞くのです。

このように、厚生省からすると、いつも難問を

持ってくる人でした。彼が、「月収40万円近くあ

る人が生活保護の申請をしてきているのですが、

これを認めていいですか」と聞いてきたのです。

当時私の月給が確か3万円くらいでしたかね。と

にかく、入省2年目ですから。「そんなケースで生

活保護申請してくるんですか｡無理と違いますか」

と答えました。そうすると、「実はこういうこと

で。医療費の自己負担分が30数万、子どもも3人

いるので、計算すると最低生活を下lnlっているか

ら、生活保護の対象にしないといけないと思うの

ですが、いかがでしょうか」と聞かれました。私

の上司の係長と検討しましたが、拒否する理由が

ないので、「保護していいんじゃないでしょうか」

とお答えしました。そうすると、この自治体の係

長は「この事例は私のところの'例ですが、全国

で同じような事例があるはずだから、通達を出し

てください」といわれました。私は、「わかって

ますよ」と答えまして、各自治体に、事例の紹介

とその回答を通達で出したと記憶しています。

それで、人工透析の医療費の自己負担分が多額
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になる場合は、生活保護費で負担することになっ

たわけです。

まだ人工透析の費用負担が更生医療の対象に

なってなかった時代です。私は、そのことを上司

の係長と話をして、「仕方がないかな」と思って

いたのですが、その係長はあまりしゃべらない方

で、この方は経済企画庁（現在は内閣府に統合）

から出向して来た人でした。そして、「それはい

いんだけど、これだけでいいのかな」とポツリと

言われました。私には、その意味がわからなかっ

たのですが、「何でもかんでも自己負担分を生活

保護で負担することでいいのか」という趣旨だと

思います。また、「制度の矛盾を生活保護で対応

するのはあたりまえだけど、それをそのままにし

ておいていいのか｣という趣旨でもあったのです。

私は、係長に「制度をもっと工夫しろというこ

とですか？」と聞きますと、「そうだ。君は保険

局から来たからわかっているはずだ。生活保護の

問題ではなく医療保険の矛盾ではないか。何とか

せよ」と言われました。「何とかせよ」と言われ

ても、医療保険の改正問題は与野党の折衝から出

てくる、天から降ってくるものです。こうの私が

何とかできるはずがありません。「何もしようが

ありません」と答えました。しかし、係長は、

｢それを何とかするのが君の役割じゃないか」と

言われるので、保険局の保険課に、「何とかなり

ませんか」と聞きに行きました。しかし、「何と

かなるはずないじゃないか。医療保険の改正は政

治的な問題で、剛民健康保険の給付率を9割9分に

せよということか。そんなことは、夢のまた夢で、

君らが言ってもだめだよ」と鼻であしらわれまし

た。私は、「これだけは何とかなりませんか。更

正医療で何とかなりませんか。また、保険で何と

かなりませんか」と言いますと、「ショートリ

リーフみたいなものかな。ワンポイントの制度を

つくったらどうかな。根本的な制度をいじるのは

難しいけど」と言われました。そこで、保険局と

社会局で考えまして、「一月に医療保険の自己負

担金額が一定を超えた場合、後で自己負担の一定

額以上は償還払いする制度をつくったらどうだろ

うか。これならそれほど予算はいらないかもしれ

ない」ということを提案したのです。
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それが今ある高額医療費の療養費払い制度に

なったわけです。つまり、この制度は、実は生活

保護の中での人工透析の負担が多額になっている

制度矛盾があって、ある革新自治体の職員が厚生

省に持ってきて、「個別の事例ではなく一般に通

用する通達を流してくれ」と執勧に言って、それ

を保謹課の係長が見逃さず、「これは生活保護の

問題ではなく制度矛盾と違うのか？」とアドバイ

スしてくれ、保険局で、そういうことがわかる人

がいてくれたおかげでできた制度なんです。裏話

でそういう経過がありました。

これらの事例から、皆さん方に私が言いたいこ

とは、私たちは、「制度がこうなっているからだ

めです｣と対応してないだろうかということです。

制度は変えられるのだということをもっと考えて

もらう必要があるということです。ソーシャル

ワークの原点はそこにあるのではないかというこ

とを言いたいのです。

その時の係長を私は今でも尊敬しております。

現在は、内閣府の事務次官をやっている人です。

政策的な見通しに明るい方でした。あまり焼舌に

しゃべらない方でしたが、やはり見る人は見てい

るもので、事務次官になられました。

５．在韓邦人の帰国問題の中で

在韓邦人の帰国をめぐって◎これも私の仕事

だったんです。今、中国残留孤児の方の裁判が起

きていますが、当時は、韓国と日本の交流がそれ

ほど盛んでない時代で、戦争中に日本人が朝鮮半

島にわたって、戦後帰ってこれなくなって、釜山

やソウルにI:I本人であることを隠しながら住んで

いる人がたくさんおられました。日本と韓国で十

分に意思疎通ができていない時代で、戦後もあち

らにそのまま隠れて住んでいた方がたくさんおら

れました。

日中の国交回復に時間がかかったこととその後

の国の無責任な対応問題が中国残留孤児問題です

が、それと同時に、在韓邦人の問題もありました。

当時、在韓邦人の問題を担当している部局は厚生

省で二つありました。一つは、援護局で、援護局

は､韓国から日本への引き揚げの作業を担当して、

在韓邦人の担当者は１名です。その後、帰られた

生活の援助を担当するのが社会局保護課法令係１

名で、私しかいませんでした。私が法令係で生活

保護法の法令解釈をして、再審査請求の裁決など

を書きながら、在韓邦人の問題もやりながら、当

時の差別的な法律ですが、北海道旧土人保護法な

どという法律の所管もやっていました。手薄なん

です。

在韓邦人の帰国の窓口になっている方が、山口

県の下関福祉事務所の係1名です。帰ってくる人

は日本に身元保証人がないと帰れない。何とか身

元保証人を見つかった場合、日本への受入れ手続

きを下関福祉事務所の一人の方がやっておられま

した。電話で話ばかりして、私は、一度も直接

会ったことはなかったのですが、優しい方で、

ずっとお世話をいただいておりました。その人と

話をしているとホッとしました。ああいう方も現

場のケースワーカーでいるんだなと、しみじみと

した味のある方でした。ああいう生き方もあるん

だなと。

それらこれやの仕事をしてやり甲斐があったん

ですが､私の性格上、政策を上から立案するより、

現場で泥臭いことをやった方が精神衛生上いいな

あと考えて、３年で厚生省をやめまして弁護士に

なることになりました。

６．スモン訴訟と出会って

弁護士になって、それでもできれば福祉の事件

をやりたいと思っていました。福祉の事件を担当

すると必然的に厚生労働省相手の事件がたくさん

依頼がまいりまして、同期の人に言わせると、日

本で一番厚生労働省を相手に裁判する事件が多い

弁護士になっているらしいです。そのため、全く

反対の立場から仕事をするようになりました。

はじめに担当しましたのはスモン訴訟事件で

す。

スモン（ＳＭＯＮ）はキノホルムという整腸剤で

使われていた薬が大きな副作用を持っており、足

の方からシビレが発症し、動かなくなって、その

後、しびれが上に上がってきて、重篤になると失

明して四肢が動かなくなる。寝たきりになる。原

因は、キノホルムという薬で、薬害の一つです。

この事件の被害者の救済を担当して、そこで感じ
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ましたのは医療現場のケースワーカー、清護師さ

んが患者さんと接して得た情報の重要性でした。

スモンという病気は、病状からつけられた名前

で、亜急性脊髄視神経症の英文の頭文字を集めた

ものです。下半身からシビレが発生し、目がだん

だん見えなくなって脊髄の神経が破壊される病気

ですが、原因がわからなかったのです。

その原因がキノホルムだとわかったきっかけ

は、ある病院の「看護師さんが、スモンの患者さ

んの共通した症状として、「舌に緑の苔がある」

｢トイレで尿が緑だ」ということに注目して医者

に知らせたのがきっかけでした。それが、緑の窓

口と言われたのです。化学的には、薬の中に含ま

れている金属のキレートとキノホルムが結合して

体内に入って神経細胞を破壊するシグナルだった

わけです。緑がなぜできるのかと分析すると、キ

レートだということが解りました。これが、すべ

てのスモン患者に共通性があると新潟大学の椿先

生が突き止めたわけです。しかし、きっかけは看

護師さんです。医者が気づく前に気がついたので

す。病気の状況を看護師さんがごらんになって、

社会的な病気の原因を発見したわけです。

また、私は、スモンという病気で、たくさんの

患者さんが出る中で、医療ソーシャルワーカーの

方が献身的に医療も支え、在宅のアドバイスをさ

れているのを見て、もっと医療ソーシャルワー

カーの方と接触を持たなきやと思ったわけです。

スモン訴訟の関連で、今、薬害のヤコブ訴訟も

やっています。

７．水俣病と医療従事者の役割

スモンを担当した後、水俣病の事件を担当する

ことになりました。水俣病は熊本と新潟で発症し

ました。チッソという会社（旧新|･1本窒素・熊本）

と昭和電工という会社（新潟）が工場の廃液を垂

れ流して、その廃液に有機水銀が含まれていて、

それが魚に蓄祇されて魚を食べた患者さんが視野

狭窄になったり、煙雛発作を起こしたりする病気

です。

この事件でも、チッソの廃液が原因であるとい

うことは早く明らかになっていたわけですが、水

俣病はテレビで報道されたような亜度の患者さん
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以外に、非常に多くの患者さんに広がりを持って

いまして、胎児性水俣病とか、水俣の沿岸地域で

は、流産する方もたくさんおられました。お母さ

ん方に被害が出ていたのです。また、急性激症の

患者さんのまわりに軽症の患者さん、手と足のし

びれがきつい患者さんがたくさんいるわけです。

そういう方が水俣病と言えるのかがどうかが問題

になったわけです。

現地では、献身的に患者さんの検診をされた原

、正純先生、藤野孔先生などが地域に入っていく

わけです。土i曜日、日曜日に、看護師さんや医療

ソーシャルワーカーの方と現地に行かれます。そ

して、患者さんの症状をみる中で、共通した症状

として、手足のしびれがあることを突き止めて、

水俣病の主症状は四肢末梢性の感覚障害があるこ

とを突き止めていくわけです。このように、水俣

病の病像は、文献でつくりあげられたわけではな

く、患者さんを直接見ている看護師さん、医療

ソーシャルワーカーの方たちや医師が、普通の回

診の時間以外に、土曜日、日曜日を犠牲にして現

地に入って行って、患者さんの症状をつぶさに見

る中でつくりあげてきたものです。

このようなことから、医療は現場から事実が積

み上げられていくのだということが、私にも解る

ようになりました。

その思いは、ケースワークが一つ一つの事例、

現場のちょっとした事例をどうきちっと科学的に

整理していくかということが大事だという思いに

つながっていくことになります。

８．京都の被爆者や生活保護裁判にかかわって

次に京都の被爆者訴訟を担当しました。この事

件は、京都に住んでいる被爆者が、白血球が少な

く肝臓が悪いのは原爆の放射線が原因だろうと考

え、医療機関に診察してもらいますと、「その可

能性が否定できない」と診断課を番いてくれたの

で、自分の症状は原爆の放射線によるものである

との認定を厚生大臣に求めて、一人で本人訴訟を

起こした事件です。

裁判所の諜記官が、「この種の事件は弁護士を

つけないと勝てませんよ」と助言してくれたそう

です。そして、法律扶助協会で代理人をつけて〈
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れると言われて、法律扶助協会の京都支部で代理

人を探したんですが、やる人がいなくて私が引き

受けて代理人をやることになった事案です。

裁判を１４年担当して､大阪高等裁判所で勝訴し、

確定したんですが、その中で京都での裁判を支え

てくれた方は、被爆者の相談にかかわっている

ソーシャルワーカーの方々でした。

その他にも生活保護の裁判で柳園訴訟の代理人

となりました。この事件は、宇治市に住んでいた

柳園義彦さんが、糖尿病’性の白内障、結核、高血

圧などたくさん病気をお持ちで働けず、ホームレ

スの状態となり、知り合いのところに間借りをし

て保護を申請して、宇治市で生活保護が認められ

ていました。その後、宇治市で入院していた病院

から京都市内の病院に糖尿病'性白内障の治療のた

め転院し､白内障の治療が終わって退院しました。

ところが、宇治市の福祉事務所は、「自分のとこ

ろに帰ってくるな。和歌山の弟のところに行け」

と生活保護を打ち切ってしまったのです。住居が

なかったので、退院、即、生活保護廃止というの

が、本音ですが、形式的な理由は、「傷病治癒」

で打ち切ったわけです。結核で排菌状態になって

いるにもかかわらず、傷病治癒だと言って保護を

打ち切ったのです。そこで、柳園さんが、審査請

求をしたところ、福祉事務所は、その後自ら生活

保護廃止処分を取り消しながら、,保護費をなかな

か支給しなかったのです。そのためにやむなく、

柳園さんは、「保護打ち切りは違法」として、損

害賠償請求をしたわけです。

この事件が損害賠償の訴訟となる中で、医療

ソーシャルワーカーの二つの側面に触れました。

この事件の大きな原因になったのは、京都市内

の病院から退院した時、なぜ他の医療機関への入

院連絡をその病院でやってくれなかったのだろう

かという疑問でした。その病院を退院する時、医

療ソーシャルワーカーは柳園さんのことをどう考

えたのでしょうか。患者さんの生活を見ていたの

でしょうか。柳園さんは、知り合いのところに間

借りをして生活していました。しかも、結核で排

菌状態でしたので、どこかの病院を確保した上で

退院するのが普通ではないか、そういう視点がな

かったのです。

一方、この事件が裁判になったのは、前の病院

の医療ソーシャルワーカーの方が、保護の廃止を

知って、「これはおかしいのではないか」と弁護

士に相談したことがきっかけでした。

病院を退院する時、医療ソーシャルワーカーが

もっと対応できなかったのかという‘悔しい思い

と、‘保護を打ち切られた時、おかしいと考え、弁

誰士につなごうという目を前の病院の医療ソー

シャルワーカーが持っていてフォローしたことに

ついての感謝。この二つの思いがあります。同じ

医療ソーシャルワーカーでも、違うなと思いまし

た。

そういう場合にどう対応するか。システム的な

考え方ができているか。社会資源のネットワーク

をつくっているか。そういう視点を持っているか

ということがケースワーカーとしては大事ではな

いかと思います。

９．ケースワーカーと弁護士

生活保護裁判の場合、ケースワーカーが紹介者

になるケースが多いのです。

名古屋でのホームレスの方の林訴訟も、紹介者

は医療ソーシャルワーカーの方です。

中嶋訴訟は、生活保護を受けておられる中嶋さ

んのお父さん・お母さんが、子どもたちの高校進

学のために苦労して掛けた学資保険を、「資産だ

から解約しろ」と解約を迫り、その解約金を収入

として認定したものですが、事件の紹介者はソー

シャルワーカーです。現場でクライアントと向か

い合うソーシャルワーカーが、「何とかならない

か」と思っている方がいれば、必ずそういう形で

結びつきができるのです。

私は弁護士の役割を考える時、残念だし、反省

しないといけないのはその点です。

破産の関係でも弁護士に相談しにくい、弁護士

が必ずしも身近な存在になっていないと言われて

います。相談にきていただければ、法律扶助制度

も利用できるわけですが、弁誰士は敷居が高いの

です。患者さんに近いと思われるソーシャルワー

カーとも弁護士はなかなか接触が少ないのです。

市民が困った時、弁護士に頼もうということに

ならないのは、９割方弁誰士の責任だと思います。
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我々弁誰士の努力が足りないのです。しかし、そ

れでも、１割の原因は考えて欲しいのです。弁護

士につなぐことをソーシャルワーカーの方は考え

てほしい。各地に弁護士会がある。サラ金問題な

らサラ金センターがある。破産事件とか原則とし

て扶助協会の制度が利用できるようになっていま

すから、活用していただいたらいいのではないか

と思います。

１０．高齢者の虐待問題に取り組んで

最近、私は、高齢者の虐待問題に取り組んでい

ます。それはなぜでしょうか。

児童虐待の問題は児童相談所とか公的相談施設

はあるんですが、高齢者の虐待の問題は公的相談

施設がないんです。そのうえ、高齢者には虐待防

止法がない。高齢者の虐待の問題は手つかずの状

態で、せめて一つはどこかの公的相談所を各県に

おかないといけないのではないかと思います。ま

た、高齢者の虐待の問題に組織的に対応できる法

律をつくらないといけないと思っています｡最近、

私は、熱心に取り組んでいます。

Ⅱ。複雑に絡みあった医療と貧困

１．医療の現状をどう捉えるか

そういう中で、医療と貧困の問題をどうとらえ

るか。いろいろな事例を見ていますと、大きな問

題は、保険局に入った時の問題とそれほど変わっ

ていないのです。制度の問題が相変わらず無視で

きない問題となっています。今、医療費の問題は、

高コスト体質の是正が言われています。聞こえは

いいですが、医療費の削減です。私が、入省した

当時の厚生省の医療保険の目標が9割給付だった

のに比べて、保険の範囲を下げて給付率は原則７

割となっています。しかも保険で給付する範囲を

どんどん狭めて、最低限度で守れる範囲は保険で

みるが、あとは自前で確保する制度にしようじゃ

ないかとか、診療報酬体系が、短期の入院で患者

さんを在宅に追い出すというシステムになってし

まっています。そういう中で病院経営は厳しく、

差額ベッド料の負担と看誰料の自己負担問題は

益々深刻になってきています◎

私が厚生省に入った時と基本的に変わっていま
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せん。むしろ深刻になっています。介誰保険は、

社会的入院を解消するためにつくるのがホンネの

狙いとして導入されたわけですが、財政対策の視

点から、実際要介護認定も厳しくなってきていま

す。介護保険の財政自体も、おかしくなってきて

います。介護保険も給付内容が厳しくなっていま

す。

２．深刻で複雑な貧困問題

そういう中で「健康の自己責任化」が言われて

います。それにどう対応するか大きな問題です。

かつて「貧困は目に見えない」と言われてきまし

たが､少なくとも私が仕事をやっている印象では、

目に見えないどころか、絶対的貧困が圧倒的に広

がっています。

事務所に、サラ金問題、ＤＶ（家庭内暴力）の

問題で、高齢者の虐待も含めて、深刻な事件で相

談に来る事例が増えています。失業率が平成14年

度で5.4％、カウントを始めてから最大の失業率

です。自己破産の率は、平成7年の件数で4万

3,414件、８年に5万件を超えたと話題になって、

10年には10万3,803件、１２年には12万2,741件で、

１４年にはとうとう２１万4,633件になり、どんどん

増えてきました。野宿者の数も林訴訟の関連で調

べると、平成11年で公的数字で１万6,247人と言わ

れていました。カウントの仕方が偏っていますの

で、本当はもっと多いと思います。平成15年２月

で2万5,296人。身近なところで、京都でもたくさ

ん野宿をしている方がおられます。大阪では中之

島公園は簡易テントがドーンとつくられて、たく

さん野宿している人がいます。保護率もどんどん

上がって平成7年に7パーミル（1000分の7)、平成

13年には9パーミル、平成１５年では10パーミル、

1％になっている状態で、どんどん上がってきて

います。

その上に「現代型貧困」と言われるものが増え

ています。典型的な事例は、夫の暴力に耐えかね

て女性が二人の子どもを連れて家を出た。子ども

の一人に発達遅滞がある。夫がお金を入れないか

らサラ金の借金があってサラ金業者から追われて

いる。ヤミ金に手を出して電話でガンガン追い込

みをかけられているから、家を捨ててホームレス
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の状態で、ホームレス相談で私が担当した。そう

いうケースで弁護士としてやれる範囲は何だろう

かと思うのです。

貧困が目に見えないどころか､絶対的貧困です。

私は何をやったらいいのでしょうか。破産の申し

立てをすることだけでなく、住むところを確保し

ないといけません。生活をどうするのか。発達遅

滞のある子どもをどうするのか。全部相談に乗ら

なければならない。これが弁護士の役割かなと思

うけれど、一人でやっていたら絶対むりです。だ

からネットワークをつくっていかないといけない

わけです。

今の貧困は問題の所在はそう単純ではなく、複

雑にいろんな要素が絡み合っています。それに消

批者問題。胴されて買わなくてもいい英会話教材

を買って借金して、それがきっかけで、サラ金の

借金が増え、利息の支払いに追われて最終的に破

産せざるをえなくなった若い人。サイドビジネス

があるということで、「これを買えばパソコンで

在宅で仕事ができる」と１００万円もするパソコン

を買わされて借金が払えなくなった人。狭淵に仕

組んだ消費者問題に陥って貧困になっている家庭

もあります。古典的な対応では追いつかないので

す。そういう中でソーシャルワーカーに求められ

る役割は、非常に複雑、科学的な対応が必要に

なっていると思います。

３．「措置から契約へ」で社会的弱者の権利はど

うなるのか

もう一つは「措侭から契約へ」といわれ、選べ

る福祉と言われています。

介護保険の手続きをするにしても、生活保護を

受けている方で判断能力に欠けたところがあると

なると、後見人、保佐人、補助人の選任を家庭裁

判所に申し立てようとする時、費用をどうするか

というと、お手上げなんです。生活保護制度に後

見扶助はありません。後見人の費用は出せないと

いうのです。「措活から契約へ」と言いながら、

一番大事な貧困届の契約問題についてのアプロー

チが全くできていないのです。

契約は、本来は、自分でやるわけですが、自己

決定をするにしても財政的な基盤がない人を誰が

支えるのか。全くないわけです。措置の時代はお

金がなくても行政が措置したわけです。選べな

かったかもしれないけど。今は契約ですから、「お

好きにどうぞ｡皆さん方、自分で選んでください」

と言われますが、お金がない人はどうするので

しょうか。「それは自分で考えてください」とい

うことでは、「描侭から契約へ」というのは貧困

層にとって何なんだと私は怒りを感じています。

ではどういうことをやったらいいのか。私は、

弁護士もソーシャルワーカーの一人だと思ってい

ますので、一緒に考えてみたいと思います。

大事なことは、ソーシャルワーカーこそが事実

に直接触れているということ。お風呂の設置をし

つこく求めたケースワーカーの方が教えてくれた

こと◎事実、実態に触れる者こそ最も問題を知っ

ているのです。頭で考えている人が問題を知って

いるわけではない｡理屈に長けている人ではなく、

クライアントにiIlj:接接している人こそが事実や矛

盾をよく知っているのです。それに確信を持って

もいただきたい。皆さん方こそが、事実を知って

いる。問題の所在をよく知っている。光る原石を

持っている。それをどうやって磨いていくのか。

いろんな形で社会的にアプローチできるのではな

いかと思っています。

Ⅲ、ソーシャルワーカーの役割と使命

１．ソーシャルワーカーはタスク・ゲティング・

パーソンであるべき

なぜ私がそう言うかといいますと、生活保護を

受けている人の代理人とか水俣の問題、被爆者の

ことばかりやっていたら、私の事務所の経営が成

り立ちませんから、お金儲けの事件もやっていま

す。例えば、遺産分割の争いで、たくさんお金を

持っている人の代理人もやって、峨烈な争いの結

果、報酬をいただくこともあります。それらで何

とか事務所を経営しているわけです。

企業の顧問もやっています｡妓近不況ですから、

｢社員に活力を与えるような話をしてください。

暗い話はいいですから、法律でこうやれば売れる

とか債権何でも回収法とかの話をしてくれ」と頼

まれます。元気を与える話の希望があると、そう

いう話もします。
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そのため、ビジネスの本もよく読んでいます。

ハーバード・ビジネススクールが使っている学生

用の本があります。それを時々引用しながら話す

のですが、「社員として大事なことは何か。セー

ルスマンであってはならない。皆さん方は、消費

者と接する時、セールスを考えていませんか？

それは違う。一番大事なことはお客様と接する中

で宿題を持って帰らないといけない。問題を持っ

て帰る。タスク・ゲテイング・パーソン、宿題を

独得してくる人間になりなさい。企業で求められ

ているのは､できあがったものを売るのではなく、

売ったものにどのような問題があって、どうやっ

たらもっと売れる物を作るかを考える必要があ

る。もっとこういう売り方があるんじゃないか。

企業としてこういう点が足りないのではないか」

と社員の方に言います。

福祉事務所のケースワーカーにも言うんです。

｢生活保護のセールスマンになっていますか。生

活保護をもっと利用してくださいとセールスやっ

ていますか？」。しかし、セールスすらやってい

ない。「家庭訪問は、何のためにやっているんで

すか。収入の申告漏れがないように、収入や盗産

の訓在ばかりやっているのではないですか。訪問

から宿題を持って帰る人になぜなれないんです

か。クライアントが持っている宿題を早く把握し

て、解決して、どうやって自立していくかを助け

る人になりたいと思いませんか。自分の仕事を生

き甲斐に感じるようにしませんか？」と言うわけ

です。

大事なことは生活保護のセールスマンに最低で

もなって欲しい。できればタスク・ゲティング・

パーソンになって欲しい。

ソーシャルワーカーはまさにそうだと思いま

す。クライアントから課題を持って帰る人になっ

てほしい。そのためには、「あれもできません、

これもできません」と説得する立場ではなく、

ケースワーク論で「受容」と言われます。まずク

ライアントの話を聞くこと、聞く耳を立てること

が大事だと。弁護士で一番大事なことは黙って聞

くこと、クライアントと話を我’慢して聞くことだ

と思います。
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２．制度から人を見るのではなく、人から制度を

見る

もう一つ大事なことは、本当の意味での「専門

性・科学性」を身につけないといけないというこ

とです。クライアントの人が持っている課題を、

どう整理してどうやったら解決できるかという道

筋を交通整理できる能力と知識を持つことです

ね。

先に述べましたある革新自治体の係長の能力は

そういう点にあったなと思います。自分の前に現

れた事例について、「制度として使えるぞ」と祇

極的に持ってくる。今ある制度が決まっていて、

動かないと思うのか、そうじゃなく、問題があっ

て、それをどうやって解決していくか、どうやっ

て行動を起こしていくかが大事だと思います。

そのためには一人でやっていたのではだめで

す。ネットワークづくり、ケースワーク論では

｢コミュニティワーク｣、地域援助技術をどうやっ

てつくっていくかを考える。もう一つは「ソー

シャルアクション｣、社会的に働きかけていくこ

とが重要ではないですか。言葉で言うと「制度か

ら人を見るのではなく、人から制度を見る」とい

うことです。

この言葉は、京都の福祉の現場におられた湯浅

晃三さんという福祉事務所のケースワーカーか

ら、私はいつも聞かされてきました。「人は制度

があると、制度からこの人のこれについては利用

できると人を見てしまうけど、そうじゃない。人

の要求こそが先にある。人から制度を見る。制度

から人を見すぎているのではないか」といつも湯

浅さんは言われていました。まさにそれだと思い

ます。

風呂場の設置を求めてきた方は「人を見ている

な」と思うわけです。

３．求められる「専門職としての独立性」・「好

奇心」・「国際性」

もう一つ大事なことは「専門職としての独立性

の確立」だと思います。これは難しいことだと思

いますが、弁護士の場合は、自前で事務所を持っ

ていますので、自分の判断で独立して行動するこ

とができますが、ソーシャルワーカーも、専門職
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の立場から一定の独立性をどう確保するかを考え

る必要があるのではないですか。この点は、言う

は易く行うは難しで、専門職として独立性を常に

確立できるように考えていかなければならないと

思います。

さらに大事なことは「好奇心」だと思うんです。

目の前にあるクライアントの状況について悲観的

に見るのか、好奇心を持って見るかで違うと思い

ます。私は、好奇心を持って見ることを心掛けて

います。

原爆訴訟をやったおかげで、証人のない被爆者

の手帳申請の事件を引き受けることになりまし

た。「実は京都府に被爆者手１帳の申請しているが、

証人がないということで5年間放置されている」

と福祉事務所のケースワーカーから紹介がありま

した。引き継いだケース台|帳を調べたら、５年前

に申請している記述があって、「あれはどうなり

ましたか？」とクライアントに聞きますと、「全

く返事がない」ということでした。それはおかし

いと私に「こういう事案があるが何とかなりませ

んか」とファックスしてきました。

私は好奇心を持ったわけです。５年間も結果は

出ないのは何かと◎法律には「証人がなければ、

手帳は交付できない」とはどこにも書いません。

法律は「被爆者であったら手帳が出る」とあり、

証人がいるかどうかは証拠の一つにしかすぎな

い。証人がいなくても、他の証拠から被爆が立証

できれはいいのです。行政に「なぜ結論を出さな

いのか」と聞くと、「証人がいないから」と答え

てきました。「そんなことどこに書いてあります

か。法律にはそんな規定がないじゃないですか。

他の間接証拠を積み上げて、被爆の事実を証明で

きたらいいんじゃないですか」と言いました。京

都府の担当者は、「ここ20年くらいそういう事例

はありません」と答えますので、「じゃあ20数年

前にはあったんですね」と聞きますと、「そうで

す」となりました。

ここで「今だってできるはずじゃないか」と思

うのか、「20数年ないから、諦めるか」と恩うか

の違いだと思います。その後、いろいろ調べたら

資料が集まってきて、その人が滞在していた旅館

の名前がわかって、旅館の主人が被爆している記

録が長崎にあって、それを入手でき、証人のない

まま手帳の取得が認められたんです。

あの事’件でも、まずケースワーカーがケース記

録を見て、一つ一つの事例を大切にしている気持

ちがあったこと、私が面白いと思ったことがきっ

かけなんです。好奇心を持たないといけないと思

います。

４．「国際性」を持つこと

また、「国際性」を持つことは是非ともお考え

いただきたいと思います。なぜそう思うかと言い

ますと、日本でやっていますと、周りにならされ

て、「こんなもんかな」と思ってしまうのです。

日本では、チマチマした考え方で凝り固まって

しまいますけど、ドイツでは、生活保護裁判はザ

ラだし、審査請求も何千件とあります。

その中で、ドイツでは、誰もが夏のバカンスに

なったら、lか月半くらい太陽を求めてイタリア

など行きます。生活保護を受けている人が「私も

イタリアに行きたい。ｌか月半バカンスにいく費

用を生活保護費で出してくれ」と申請を出した。

福祉事務所のケースワーカーは、「1か月半の海外

旅行はむりだから、せめて国内旅行にしてくれま

せんか」と折衝して「それなら認めます」と回答

しました。そうすると、その保護を受けておられ

る方は、「それでは不服だ」と審査請求をし、訴

訟までしています。ところが、日本では、自動車

の保有をめぐって、ポンコッの自動車を持ってい

ることでも生活保護を認められないとか、チマチ

マしたことをやっています。こういうことを議論

していますと、どうしてもスケールが小さくなり

ます。グローバル．スタンダードというのなら、

ドイツ並にいかないとだめだと思いますね。我々

が夏休みを３日くらいしかとれない状況では「そ

うもいかんかな」とも思いますが。

ケースワーク論にしても、ソーシャルワーカー

の独立性の問題にしても、いずれも、是非とも国

際性を身につけて、国際的な視野を持ってもらい

たいです。今年の１０月23日から、公的扶助研究会

の全国セミナーが京都であるんですが、私は、前

から外l玉|のケースワークの事例を勉強したらどう

かと提案していましたが、ドイツから識師を招い
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て、ドイツのケースワークや生活保護の状況をド

イツの学者にしゃべっていただくことになりまし

た。ものの見方、発想の違いがありますので、大

変参考になると思います。いずれにしても、もっ

とグローバルな視点が必要ではないかと思いま

す。

５．砂場を持つ

最後に「砂場を持つ」ということ。どんな話が

出るかと思っておられるかと思います。ハーバー

ドビジネススクールの本にも、最後に「砂場を持

ちなさい」と書いてあります。企業人は仕事ばか

りやっていてはだめなのです。それぞれの人が気

楽に集まれる場所があって、仕事に関係ないこと

を子どもが砂場で遊べるように、自分が自然にい

ろんなことができる場所がないと企業では創造的

な仕事ができない。それは物理的な問題でもある

し、ヒューマンリレーション、人間関係の場所で

もあると思うのですが。

日本のケースワーカー、ソーシャルワーカー、

弁護士も含めて、あまりにもガツガツしすぎてい

ませんか。熱心に仕事をやり過ぎていませんか。

職場に余裕がないと創造性は出てきません。職場

の中に砂場をつくって、そこで遊べることが大切

です。問い話になると研究会、柔らかい話になる

とサークル、患痴の言い合い、お茶飲み会になる

かもしれません。こういう学会かもしれません。

自分のやっている仕事から離れて、自分のしたい

ことを自由に言える場所がないと、専門職はもた

ないと思うのです。それだけストレスは多いです

から。

私もできるだけ砂場をつくるようにして、研究

会に行ったり、趣味をやったりしています。ソー

シャルワーカーに緊張を強いるだけでなく、砂場

医療社会福祉研究Vol､１１No.１．Vol､１２No.12003.12

も大事です｡いつも理想的ソーシャルワーカーで、

聞く耳を持って、人の苦労を聞いて、我慢してや

りなさいというだけではなく、たまには自分も解

放することが大事だとアメリカのビジネススクー

ルのテキストに書いてあるんですよ。「優秀な企

業人は砂場を考えなさい」と。さすが一流のビジ

ネスマンは違うなと思うのです。

６．２１世紀は知的労働者の時代

経営の本をもう１つ紹介しておきましょう。ド

ラッカーが書いた本で、「ネクスト．ソサエティ」

という本があります。その中で、今後の伸びる仕

事は何かということが書かれています。ドラッ

カーによれば、間違いなく知的労働者であろうと

言うことです。しかも、知的労働者にとって一番

大事なことは、その人が所属している団体が、ど

の方向に行こうとしているかをまず知らないとい

けない、全体の流れの中で自分がどう動いていく

かを考えないといけないということです。第２に、

責任が与えられ、自己実現することが大切である

と言っています。そして、第３に、継続学習の機

会を持つこと、そして、その職種、専門分野が社

会的に離敬されるものでなければならないと言っ

ています。つまり、社会的な評価が商いことで初

めてやり甲斐が出てくる。単に、派手な動きをす

ることではなく、自分も汗をかかないといけない

のですが、社会的に尊敬されるような専門分野で

なければならない。

２１世紀は、知的労働者の時代、ソーシャルワー

カーの時代であると思いますので、我々も含めて

尊敬される職種になるために、お互いに頑張って

いきたいということで､話を終えたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。
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Ｉ問題と目的

社会・経済・福祉・医療等の変化の下で，患者

の生活課題は，多様化・複雑化を呈している。こ

の生活課題の解決・緩和すなわち患者の社会生活

機能を促進させるソーシャルワーカー（以下ＳＷ

と略記）の役割は大きい。しかし，厚生労働省

｢平成１１年，医療施設（静態・動態）調査・病院

報告」の示すＳＷの配置状況は，一病院あたり

0.84人（一般病院0.69人）である。このような医

療機関における低率なＳＷ配置の背後には，２つの

要因が作用していることを仮説として本調査を実

施した◎その1つは，病院職員の患者の生活課題

に対する認知・対処のあり方である。もう1つは，

病院管理職のＳＷに対する認知のあり方である。

病院職員（管理職）の患者の生活課題に対する表

層的な認知や形式的・機械的な対処，ＳＷに対す

る認知の低さや無理解などが存在すれば，ＳＷの

配置・定着は遅々としたものになる。

この2つの仮説の検証を試みるために本研究は，

研究1と研究2から構成される。研究1では，患者

の生活課題に対する病院職員の認知・対処を検討

する。研究2では，病院管理職のＳＷに対する認知

の傾向を検討する。

本研究に関する先行研究を概観してみると，武

患者の生活課題およびソーシャルワーカーに対する病院職員の認知

樫
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津
山
野

富
高
海
杉
平

八郎＊
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Keywords：患者の生活課題，ソーシャルワーカー，病院職員・管理職の認知

医療社会福祉研究VoLllNo,１．Ｖo1.12No.12003.12

田・南（2000）の「医師・看護婦によるＭＳＷの

職務認知」！)などがある。しかし，本研究で取り

あげている病院職員の患者の生活課題に対する認

知・対処および病院管理職のＳＷ認知に関する研

究の報告はみられていない。なお，本稿では

Bartlett（1970）が述べた生活課題（lifetasks）２）

の概念を援用し，生活課題を「多くの人びとが直

面する共通の問題と生活状況」と定義する。

Ⅱ研究１（調査研究）

1．目的

患者の生活課題に対･する病院職員の認知・対処

のあり方は，ＳＷの配置や定着に影響をあたえる。

このことから本研究の目的は，患者の生活課題に

対する病院職員の認知・対処を検討することにあ

る。

2．方法

l）調査対象

埼玉県内368病医院・病院職員（医師・看護

婦・事務職・ＳＷ）

2）調査期間

平成11年１１月１日から11月30日

3）質問紙の構成

（１）質問紙の作成：内容的妥当性を確保するた

*HachiroTogashi：沖縄大学
**ReikoTakada：埼玉県立大学

***KayokoKaizu：埼玉県総合リハビリテーションセンター
…*AkinobuSugiyama：石心会狭山病院
…噸寧TomomiHirano：埼玉県立小児医療センター
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めに，①ＳＷの経験を有する研究者2名および

現役のSW3名で，医療現場に生起する患者の

生活課題を56項目挙げた。②埼玉県内の4病

院のＳＷにプリテストを実施し，不適切な質

問項目を除き31質問項目3)を決定した。

（２）質問項目：職種を問う項目１，病床数を問

う項目１，患者の生活課題を問う項目29とし

た。

（３）質問項目の評定法：患者の生活課題につい

て問う項目（問3から問31）についての反応

カテゴリーは「1．よく困ることがある」「2．

時々困ることがある」「3．あまり困ることは

ない」「4.困ることはない」の4件法を用いた。

4）手続き

（１）郵送調査法で質問用紙を配布・回収

（２）回収数189（回収率51％)，有効回答数184

（３）回答者の構成：医師50名（27％)，看護婦

４０名（22％)，事務職32名（17％)，パラメ

デイカル5名（3％)，ＳＷ５７名（31％）

5）分析方法

主に，反応カテゴリー4)の平均値から病院職員

の患者の生活課題に対･する認知・対処をみる。

3．結果

1）病院職員が対処困難と認知する患者の生活課題

２９質問項目の中で，累積％（よく困ることがあ

る％＋時々困ることがある％）が60％以上の項目

は，次のとおりである。①家族の受け入れ拒否が

ある患者（89％)，②不定愁訴や訴えの多い患者

(82％)，③身元引受人がいない患者（78％)，④

意欲がなく無気力な患者（77％)，⑤退院を告げ

ても,入院を延ばして欲しいと訴える患者(74％)，

⑥家の設備・環境が不十分で自宅に帰れない患者

(73％)，⑦帰るところがない患者（70％)，③家

庭での役割や生きがいがない患者（60％)。

2）職種間の認知・対処の比較

患者の生活課題を問う29質問項目の中で，ＳＷ

群と医師群・看護婦群・事務職群との間に平均値

の差がみられた質問項目は，以下に示すとおりで

ある。

（１）退院問題への認知・対処の比較

①質問２７「退院を告げても，入院を延ばして

欲しいと訴える患者」については，医師群

－１６－

とＳＷ群の平均値に差が認められる。医師

群よりＳＷ群の困り度合い（対処困難）が

高い。

表１

職種 Ｎ 平 均 値 SＤ

医師群 5０ ２４２ ８３５

ＳＷ群 謡 1-72 ､744

②質問２８「転院を拒む患者」についても，医

師群とＳＷ群の平均値に差が認められる。

医師群よりｓｗ群の困り度合い（対処困難）

が高い。

表２

職種 Ｎ 平均値 RＤ

医師群 那 ２６０ ､700

ＳＷ群 稀 2.09 ､792

(2)経済的問題への認知．対処の比較

①質問７「退院後の生活費がない患者」につ

いては，看護婦群とＳＷ群の平均値に差が

認められる。看護婦群よりＳＷ群の困り度

合い（対処困難）が高い。

表３

職種 Ｎ 平均値 罰ロ

看護婦群 4Ｃ zN5IO ､847

ＳＷ群 5１８ 2.06 ､746

(3)損害賠償問題への認知・対処の比較

①質問３１「交通事故などで，相手方ともめて

いる患者」については，事務職群とＳＷ群



の平均値に差が認められる。事務職群は，

ＳＷ群より困り度合い（対処困難）が高い。

表４

職種 Ｎ 平均値 剖圃

駆務職群 3２ 2.59 ９１１

ＳＷ群 認 3００ ､772

(4)不適応問題への認知．対処の比較

①質問'２「機能障害が治ると信じて，障害受

容ができない患者」については，医師群と

ＳＷ群の平均値に差が認められる。医師群

よりＳＷ群の困り度合い（対処困難）が高

い。

表５

職種 Ｎ 平均値 罰ロ

医師群 5０ ２６８ ､８１９

ＳＷ群 5８ ２０１ ､635

4．考察

l）病院職員の対処困難ケース

親族がない・不適応を示す．家族の非協力・家

屋構造不良・退院を拒むなどの患者は，すべての

職種が対処に困難を感じている。これらの患者の

援助には,一定の時間と専門的介入が必要となる。

そのことが在院日数の短縮化の阻害要因や効率的

な運営管理を阻害するために「対処困難ケース」

となる。

2）患者の生活課題への認知・対処の差

質問項目に対する反応カテゴリーの平均値の高

さは，“あまり困らない・困らない'，を意味する。

この“あまり困らない・困らない”は，イコール

確かな対処ができているということばかりではな

い｡患者の生活課題に対する認知が表層的な場合，

‘‘あまり困らない・困らない”で対処も可能とな
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る。またＳＷの“よく困ることがある.時々困る

ことがある”は，患者の生活課題を認知し，その

解決の困難さを知るからと考察できる。

患者の生活課題に対する病院職員の表層的な認

知や形式的．機械的な対処がなされるならば，

ｓＷの配置・定着は課題視されにくい。

Ⅲ研究２（調査研究）

1．目的

患者の生活課題の解決・緩和を援助するＳＷへ

の病院管理職の認知が表屑的であれば，ＳＷの配

置・定着は不確実なものになる。このことから本

研究の目的は，病院管理職のＳＷ認知（ＳＷの定

義，機能，効果に対する認知）を検討するにある。

2．方法

l）調査対象

埼玉県内368病院（ＳＷ配置病院：１２９，ＳＷ未

配置病院：239）の病院管理職

2）調査期間

平成13年２月15日から２月28日

3）質問紙の構成

（１）質問紙の構成：内容的妥当性を確保するため

に，ＳＷの経験を有する研究者2名および現役の

ＳＷ３名で，７質問項目を挙げた。

(2)質問項目：問1.回答者「管理職の医師・看護

婦・事務職｣，間2.ＳＷの定義「ＳＷは患者の社

会生活の再構成を援助する職種か｣，問3.ＳＷ

の教育的機能（情報提供・助言）「ＳＷは医療・

福祉制度・専門医療機関・施設等の情報提供が

できる職種か｣，問4．ＳＷの臨床的機能（態

度・行動変容）「ＳＷは心理的・情緒的援助がで

きる職種か｣，問5.ＳＷの調整的機能（媒介・

調停・代弁）「ＳＷは医療スタッフや関係機関と

の連絡調整を進めることができる職種か｣，問

６.ＳＷ業務の経鴬的効果「ＳＷは間接的ではあ

るが，経営効果に貢献できる職種か｣，問7．

ＳＷ業務の治療的効果「ＳＷは間接的ではある

が，治療効果に貢献できる職種か」

なお，前記のＳＷがもつ3つの基本的機能につ

いては，小松（1995）５}の区分を援用した。

(3)質問項目の評定法：問2から問7に対する反応

カテゴリーは「1．そう思う」「2．まあまあそう
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表９

(2)ＳＷ配置・未配置病院の管理職のＳＷ認知

病院管理職のＳＷ認知を全体的にみると，

ＳＷ未配置病院・管理職（医師，看護婦，事務

職）に比べＳＷ配侭病院・管理職（医師，蒜謹

婦，事務職）によるＳＷ認知は商い。

①ＳＷの臨床的機能，ＳＷ業務の効果（経営

的・治療的効果）に対する認知がやや低い。

②特に（１）の傾向は，相対的にＳＷ未配侭病院

管理職にみられる。

4）手続き

（１）郵送調査法で質問紙を配布・回収

(2)回収数１６１（回収率44％)，有効回答数151

(3)サンプル数

調査の信頼性・制度を確保するためにサンプ

ル（標本）調査法6)により必要・最小サンプル

数を割り出した。

表８

表７

表６ ＳＷ配慨病院

杵理職

ＳＷ未配股病院

替理職

平均値(標巡冊盤）

区分

ＳＷ未配髄

１．４８

１．５９

２．０７

１．５２

２．０７

１．９３

配布数区分 最小標本数 有効回答 平均値(標巡偲差】

ＳＷの定義

（役伽・機能）

ＳＷの教育的機能

1.36（､63） １．３７（､56）

1.47（､72）

1.92（､84）

1.47（､70）

2.12（.85）

2.04（､77）

ＳＷ配置病院 1２９ 訂３ 砿

1-23（５１）

ＳＷ未配置病院 剛619 鯛 Ⅲ６

ＳＷの臨床的機能 L8０（､75）

Ｎ 368 1２４ 1５１ ＳＷの調路的機能

ＳＷ業務の

経営的効果

ＳＷ業務の

治療的効果

1.28（､61）

1.68（､72）

１．７６（､85）5）分析方法

(1)病院管理職のＳＷ認知を記述統計における平

均値から検討する。

(2)ＳＷ配置病院および未配置病院の病院管理

職．各職種別にＳＷ認知を比較・検討する。

3．結果

1）病院管理職のＳＷ認知

(1)回答者・管理職区分

回答した病院管理職の職種・順位は,事務職，

医師，看護婦であった。

､＝151（ＳＷ配Wi75＋ＳＷ未配慨76】

(3)病院管理職（医師）のＳＷ認知

①ＳＷの臨床的機能，ＳＷ業務の効果（経営

的・治療的効果）に対する認知がやや低い。

②特に（１）の傾向は，相対的にＳＷ未配置病院

管理職（医師）にみられる。

思う」「3.あまりそう思わない」「4.そう思わな

い」の4件法を用いた。

１２管理職･看護婦

区分

ＳＷの定義(役割.機能）

ＳＷの教育的機能

ＳＷの臨床的機能

ＳＷの調整的機能

ＳＷ業務の経営的効果

ＳＷ配侭

1４

－１８－

函分 ＳＷ配侭 S1味配置 計 ％ 1.34

1.Ｍ
管理職・医師 別９ 2７ 誰 3７

1.76

､＝2９、＝2７

1５１ １００

恥 1７

1.3］

管理職･事務篇 3４ 躯 鯛 4６ 1.66

ＳＷ業務の治療的効果 1.69
計 １Ｍ５ 雁



(4)病院管理職（看護婦）のＳＷ認知

①ＳＷ配置病医院管理職（看護婦）のＳＷ定義，

ＳＷの臨床的機能，ＳＷ業務の効果（経営

的・治療的効果）に対する認知がやや低い。

②ＳＷ未配置病院管理職（看護婦）のＳＷの臨

床的機能，ＳＷ業務の効果（経営的・治療的

効果）に対する認知がやや低い。

表1０

区分

ＳＷの定義(役割･機能）

ＳＷの教育的機能

ＳＷの臨床的機能

ＳＷの調整的機能

ＳＷ業務の経営的効果

ＳＷ業務の治療的効果

ＳＷ配世 ＳＷ未配世

１．１４

１．３６

１．８６

１．２９

２２１

１．９３

1.58

1.33

2.0Ｃ

1．４２

’7月

1.67

､＝１２ ，＝1４

(5)病院管理職（事務職）のＳＷ認知

①ＳＷの臨床的機能，ＳＷ業務の効果（経営

的・治療的効果）に対する認知がやや低い。

②特に（１）の傾向は，相対的にＳＷ未配侭病院

管理職（事務職）にみられる。

表1-Ｉ

区分

ＳＷの定義(役割.機能）

ＳＷの教育的機能

ＳＷの臨床的機能

ＳＷの調整的機能

ＳＷ業務の経営的効果

ＳＷ業務の治療的効果

ＳＷ配置 ＳＷ未配個

１．３７

１．４３

１．８３

１．５１

２．１１

２１７

１２９

１．２６

1.76

１．２１

1.68

１８５

､＝３４ ，＝3５
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2）病院管理職のＳＷの臨床的機能についての認知

（１）医療スタッフの中でのＳＷの臨床的機能

病院管理職のＳＷ認知の中でも，ＳＷの臨床的

機能の認知は低い。２９質問項目の中でＳＷの臨床

的機能に関連する3質問項目についての病院管理

職の認知は，次のとおりである。

なお，援助レベルの評定法は「1.よく対応でき

ている」「2.まあまあ対応できている」「3.あまり

対応できていない」「4.対応できていない」の4件

法を用いた。

(2)「意欲がなく無気力な患者」への職員の対処

についての認知

①「意欲がなく無気力な患者」への援助中心者

を看護婦においている。

②本来対応すべき職種は，医師・看護婦・ＳＷ

の協働援助としている。

表１２主な援助者と援助レベル（ＳＷ配置病院）

主な援助者 実数(％）

医師 1６（24.6％）

薪誰婦 3６（55.4％）

邪務職 ０（０％）

ＳＷ １３（20.0％）

Ｎ（％） 6５（100％）

援助レベル

（平均値）

1-75

1.97

1.92

SＤ

､4５

､８１

８６

表１３本来対応すべき職種（ＳＷ配置病院）

荊院符理職の
遡知

医師(％〕

25(385％）

看謹蝿(％】

21(323％）

事務農(％） ＳＷ(％） Ｎ(％）

O（０％） 19(29.2％） 65(１００％）

(3)「家庭での役割や生きがいがない患者」への

職員の対処についての認知

①「家庭での役割や生きがいのない患者」への

援助中心者をＳＷにおいている。

②本来対応すべき職種を，ＳＷにおいている。

－１９－



表１４主な援助者と援助レベル（ＳＷ配置病院）

主な援助者

医師

看護婦

事務職

ＳＷ

Ｎ（％）

実数(％）

1０（15.4％）

2２（33.8％）

０（０％）

3３（50.8％）

6５（100％）

援助レベル

（平均値）

1.90

2.45

1.97

表１５本来対応すべき職種

ＳＷ配脳荊院‘
符理戦の認知

:蝿師(％】

9(13.8％】

稲護蹄(％】

１６(２１．６％）

ﾘ務職(％） ＳＷ(％）

O（０％） ,１０(61.5％】

SＤ

.５７

､6０

-68

Ｎ(％】

65<１００％）

(4)「機能障害が治ると信じて，障害受容ができ

ない患者」へのl職員の対処についての認知

①「機能障害が治ると信じて，障害受容ができ

ない患者」への援助中心者を医者においてい

る。

②本来対応すべき職種を，医者においている。

表１６主な援助者と援助レベル（ＳＷ配置病院）

主な援助者 実数(％）

医師 3７（56.9％）

看誰姉 １６（24.6％）

堺務職 ０（０％）

ＳＷ 1２（18.5％）

Ｎ（％） 6５（１００％）

援助レベル

（平均値）

1.95

２０６

1.75

SＤ

‘5７

､4４

.6２

表１７本来対応すべき職種（ＳＷ配置病院）

ＳＷ配世病院・
符理職の認知

医師(％】

42(64.6％〕

霧護婦(％）

１０(15.4％】

邸務職(％） ＳＷ(％） Ｎ(％）

O（０％） 13(20,0％】 65(１００％】

4．考察

1）病院管理職のＳＷ認識

第１に，多くの病院管理者は，ＳＷの役割を患

者・家族の社会生活機能の促進にあると捉えてい

る。第２に，ＳＷの教育的・臨床的・調整的機能の

内，教育的・調整的機能に対する認知は高いが，

臨床的機能に対する認知はやや低い。第３に，ＳＷ

業務の効果（経営的・治療的効果）に対する認知

はやや低い。第４に，ＳＷの未配置病院管理職と配

置病院管理職とのＳＷ認知の比較においては後者

の認知が高い。

病院管理職のＳＷ認知で注目されるのは，前述

の結果(4)，ＳＷ配置病院管理職（看護婦）の

データである。この看護婦・管理職のＳＷ定義，

ＳＷの臨床的機能，ＳＷ業務の効果（経営的・治

療的効果）に対する「やや低い」認知は，いうま

でもなく医療現場で機能しているＳＷに対する評

価である。この評価は，専門職としてのあり方や

業務の改善・開発の再考をもとめているデータと

も考えられる。

2）ＳＷの臨床的効果・業務効果

ＳＷの臨床的機能と関連する障害受容の援助は，

Grayson（1951）７)が述べるところの身体的・心

理的・社会的レベルでの援助が必要となる。身体

的レベルの自己受容には，医学的情報が不可欠と

なる。そのために障害受容の援助の中心は，医師

といった反応が現れたものと考える。しかし，前

述のとおり患者の障害受容には，医学的情報の提

供ばかりでなく心理的・社会的な援助も必要とな

るのである。

またＳＷ業務の効果（経営的。治療的効果）に

対する「やや低い」の認知は，ＳＷが教育的・臨

床的・調整的機能を充分に発揮できていない場合

やＳＷが業務実績や業務の効果をデータ化で適切

に提示できていない場合などに形成されるものと

考える。
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Ⅳ総合考察

1．患者の生活課題に対する病院職員の認知・対

処

病院職員の患者の生活課題に対する認知が表層

的・形式的・機械的な対処であれば，これらの課

題の解決・緩和を担うＳＷの配置や定着に影響を

及ぼす。研究1で「退院を告げても，入院を延ば

して欲しいと訴える」「転院を拒む」「退院後の生

活費がない」「機能障害が治ると信じて，障害受

容ができない」患者に対する認知・対処は，ＳＷ

群より医師・看誰婦群が優位であった。しかし，

この結果は，医師や看護婦に表層的な認知や形式

的・機械的な対処があるという可能性も否定でき

ない。

平成13年３月，医療法等の一部改正８１により，

病院は，急性期医療を中心とする「一般病床」と

慢性期医療を中心とする「療養病床」に類型化さ

れた。同法の付帯決議には，在院日数の短縮化と

社会的入院の是正がもりこまれた。このように日

本型のＤＲＧｓ－ＰＰＳ（DiagnosisRelatedGroups-

ProspectivePaymentSystem：診断群別定額支

払い制）,)医療の検討もすすめられている。そこ

での医療は，身体的治療に対する高度化・専門分

化および在院日数の短縮化などをもたらす。この

スピード化の医療は，病院職員の視野の狭小化す

なわち患者の生活課題に対する認知・対処を表層

的あるいは形式的・機械的な傾向になりがちであ

る。

2．病院管理職のＳＷ認知

ＳＷの基本的機能（教育的・臨床的・調整的機

能）やＳＷ援助の効果（経営的・治療的効果）に

対する病院管理職の高い認識がなければ，ＳＷの

配憧・定着は不確かなものになる。研究2で，ＳＷ

の臨床的機能および経営的・治療的効果に対する

病院管理職の認知は，“まあまあそう思う”の反

応であった。臨床的機能（行動・態度変容援助）

や治療効果は，ＳＷの問有の機能としてあるので

はなく，医療スタッフの共通する機能であること

から，このような反応をみたものと考える。経営

効果については，ＳＷの専門的介入が診療点数に

反映されないことから，このような反応を示した

ものと考えられる。

医療社会福祉研究Vol､１１No.１．Vol､１２No.12003.12

このことについてＮＡＳＷ（1995）は「病院の

管理者は，ＳＷが患者の問題とニーズに焦点を合

わせているのに対して，効率と経費削減に重点を

置いている」ＩＣ)と病院管理職のＳＷ認知の実態を

報告している。これは何もアメリカに限ったこと

ではない｡わが国においても同様なことがいえる。

3．日本型DRGs-PPS医療のもとでのＳＷの課題

Cabot（1919）は，1905年「ＳＷのいちばん大

切な仕事は，ＳＷがいなければ見失われてしまう

個人的欲求を発見し，またそれを満たすことであ

る」ｕ)としてマサチューセッツ総合病院にＳＷを

配置した。1982年，アメリカは，ＤＲＧｓ－ＰＰＳ医

療を導入したが，そのもとでの病院ＳＷは「通常，

目標達成までにたった５日から１０日の余裕しかな

く，そして毎日入院する患者の切れ目のない流れ

のために，しばしばフォローアップを行うことが

不可能になっている」（ＮＡＳＷ，1995）１２)とＳＷ

の援助実態を述べている。このようなことは，わ

が国の医療現場のＳＷも直而している問題である。

日本型ＤＲＧｓ－ＰＰＳ医療のもとで，医療現場

(急性期医療）のＳＷには，２つの検討課題が提示

されている。その１つは，短期の介入期間の中で

介入効果を上げることである。もう１つは，介入

効果の事実をデータで示していくことである。

Ｖ結論

１．本研究の結論

本研究の結論は，次のとおりである。

1）患者の生活課題に対する病院職員の認知・対処

患者の生活課題に対する病院職員（ＳＷを除く）

は，やや表屑的・形式的・機械的と考えられる。

この傾向は，ＤＲＧ医療のもとでよりすすむもの

と考えられる。従って，よりＳＷの配憧・定着が

求められる。

2）病院管理職のＳＷ認知

ＳＷに対する病院管理職の認知は，ＳＷの臨床

的機能・ＳＷの効果（経営的効果・治療的効果）

においてやや低い。これらの問題は，ＳＷの配

置・定着に大きな影響をあたえる。

２．本研究の提言

本稿では，患者の生活課題に対する病院職員の

認知・対･処および病院管理職のＳＷ認知からＳＷ
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の配置・定着をみてきた。いわば客体の問題をみ

てきたわけである。しかし，ＳＷの配置・定着は，

客体としての病院職員・管理職と主体としての

ＳＷとの相互作用のなかにある。これらのことか

ら，次ぎのとおり，現任ＳＷおよび大学・専門教

育機関の課題を提言する。

1）現任ＳＷの課題

病院管理職のＳＷ認知を高め，配置・定着るた

めには，第１に，職能団体等の現任研修において

ＳＷ自らの教育的・臨床的・調整的機能のレベル

を高めることである。第２に，ＳＷ配置・定着のた

めの業務開発'３１を行っていくことである。それ

は，ＳＷの業務実績，その業務分析から業務効果

をデータ化し管理職に提示していくことなどであ

る。第３に，フィールドインストラクターとして

実習教育などに携わっていくことである。

2）大学・専門教育機関の課題

保健医療機関における多くの新人ＳＷは，ＳＷ

が持つべき基本的機能をほとんど持ち合わせるこ

となく入職する。そして，フィールドで実践力を

養うのに数年の時間を要している。このことの繰

り返しが，保健医療機関におけるＳＷの配置・定

着を不確かなものにしている。この現況から，大

学・専門教育機関は，フィールドのＳＷとの連携

のなかで，実践能力（compretence）の養成が課

題となる。例えばコロンビア大学大学院

(ColumbiaUniversitySchoolofSocialWork）Ｍ）

では，Outreach（アウトリーチ）一Engagement

(エンゲージメント）一Contracting（契約）－

Assessment（事前評価）一Intervention（専門的

介入）一Termination（終結）一Evaluation（事

後評価）一それぞれの実践能力の形成に焦点があ

てられている。
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２.貴院の病床数は，問3.経済的な問題のために

入院を拒む患者，問4.残された家族が心配で入

院をしぶる患者，問5.病名の告知や治療を受け

るのが不安で入院できない患者，問6.身元引受

人がいない患者，問7.退院後の生活費がない患

者，問8.退院準備（住宅改造・福祉機器等）の

費用がない患者，問9.差額ベッド代やレンタル

料金等が払えない患者，問１０.病気になり借金

やローンの返済ができない患者，問11.生命保

険・損害保険がスムースに出ない患者，問12．

治ると信じて障害受容ができない患者，問13.

人と関わりをもとうとしない患者，問１４.病気

の理解が乏しい患者，問15.意欲がなく無気力

な患者，問16.不定愁訴や訴えの多い患者，問

１７.喫煙や消灯などの規則・指示を守らない患

者，問18.隣人の目を気にして，外泊を拒む患

者，問19.治療方針が納得できないと言う患者，

問20.家族の受入拒否がある患者，問21.家の設

備・環境が不十分で自宅に帰れない患者，問

２２.帰るところがない患者（もともと住居がな

い)，問23.退院後の医療機関の確保ができない

患者，問24.家庭での役割や生きがいがない患

者，問25.復学・復職できるか不安を抱く患者，
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HachiroTogashi,Reiko'makada,KayokoKaizu,AkinobuSugiyama,＆TomomiHirano

Thepurposeofthisstudyistoexaminetwoquestinos．①Whatisthehospitalstaffs，（ie・

Physicians,nurses,etc.)levelofunderstandingregardingpatients'psychosocialissues？②Whatisthe

hospiatladministrators'understandingoftheroleofthesocialworker？Thepremiseofthisstudyisthat

theunderstandingandrecognitionofpaijentpsychosocialissuesandtheroleofthesocialworkerbyhospi戸

talpersonnelareimportantvariablesinnuencingtheroleemployme､tandplacementofsocialworkersin

hospitals，

TheresultsofthestudyindicatedthatthehospitalstaffS'understandingandrecognitionofpalient

psychosocialissueswasrathersuperficia１．Secondly,thehospitaladministrators'understandingand

reco』gnitionofthesocialworker，sclinicalfunction,contributiontowardscosteffectivenessandtherapeutic

effectiveness,wasratedasratherlow．
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福祉相談機関におけるソーシャルワーカーの

専門職性認知傾向の比較

南彩子＊

武田加代子窯

Keywords：ソーシャルワーク（socialwork)，専門職性（professionality）

Ｉ。はじめに

２１世紀に入り、社会情勢がめまぐるしく変化し、

社会福祉が対象とする問題もますます複雑化する

なかで、利用者の抱える複雑な問題に対処でき、

社会の要請に応えうる商度専門職性を有するソー

シャルワーカーによる援助が求められている。

利用者の抱える複雑な問題に対処するために

ソーシャルワーカーは、人間の尊厳や公正さや人

権擁誰などの価値観を根底に据え、倫理性を実践

に反映させることのできる能力、現代社会に生起

する多様な生活状況とその形成過程を正しく認識

し、利用者と利用者を取り巻く状況のなかで起

こっている、個別性を有するリアリティを精確に

理解するための知識とアセスメント能力、さらに

利用者と適切に関わり問題解決に向けて支援して

いく専門的技能などを身につけていなければなら

ない。

わが国では、後発の専門職であるといわれてい

るソーシャルワーカーという専門職集団の専門職

性に関しては、古典的専門職といわれる医師や法

律家や牧師などと比較して、完全専門職に向かう

途上にあって、セミプロフェッションである

(Etzioni・Ａｌ969）！'といった海外の論説もある。

わが国においても、『新社会学辞典』（1993：901）

によれば、専門社会事業という項目の解説として

以下のように記赦されている２１。「専門社会事業

は、医師や法律家などの発達した専門的事業と比

較すると、未発達な専門職業であるといわれ

*AyakoMinami：天理大学

*KayokoTakeda：天理大学

る・・・」と。しかし、ソーシャルワーカーとい

う職種は、今も、未発達な専門職業なのであろう

か。

米国では、ソーシャルワーカーの専門職性に関

する研究が1915年以降進み、主として専門職の属

性は何かを明らかにし、ソーシャルワークがどの

程度専門職性を備えているかという議論がなさ

れ、ＮＡＳＷによるソーシャルワークの基礎的定

義が明示されるまでに、専門職性に関する研究が

次々と発表され３１、ソーシャルワーカーが専門峨

性を有することはもはや自明のこととなってい

る。

『新社会学辞典』（1993：901）の専門社会事業

という項目においては、さらに次のように続けら

れている「わが国では、社会福祉事業の各分野で

働く人々を専門職業従事者として社会的に認知さ

せようとする組織的努力が行なわれてきて、１９８７

年2つの結実をみた」と鋤。ここで言う2つの結実

とは、一つは、総務庁統計局統計基準部監修i､日

本標準職業分類』において、専門的・技術的職業

従事者のなかに社会福祉専門職従事者が位置づけ

られたことである。そして今ひとつは、1987年に

｢社会福祉士および介護福祉士法」が制定され、

社会福祉士および介護福祉士が専門的職業従事者

として法的に規定されたことである。ただし名称

独占というかたちでの規定であったが、「社会福

祉士および介護福祉士法」が制定されたことによ

り、当然のことながら社会福祉分野で働くソー
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シャルワーカーには強い盗格志向がみられるよう

になった。資格を有していることは一種のソー

シャルワーカーとしての能力証明ではあるが、社

会的評価を受けるためには、こうした外的条件だ

けではなく、ソーシャルワーカー自身の内的条件

つまりクライエントの自己決定に向けての道筋で

求められる専門的力埜、社会福祉の価値を実現し

ていくための高レベルの援助力、社会に向けての

発言力などが必要である。しかもそれは、抽象的

概念としての専門的力堂や援助力ではなく、実践

的レベルに侭き換えられた具体的な専門的力量や

援助力でなくてはならず、これらを磨くことは、

ソーシャルワーカーの資質の向上にもつながる。

そこで我々は、商い専門職性をもつソーシャル

ワーカーの理念型を描くところから出発し、完全

専門職への道を模索しつつ、個人的努力によって

近づきうる部分と、社会的・外的条件の整備・充

実によって近づきうる部分とを明らかにしていき

たいと考えた。本研究を通じて行いたかったこと

は、前者の個人的努力によってソーシャルワー

カーが専門職性を商めることである◎我々は、

2002年度から「日本学術振興会研究助成補助金」

による助成を得て、全国の児童相談所・身体障害

者更生相談所・知的障害者更生相談所・老人保健

施設・在宅介誰支援センターのソーシャルワー

カーに対して訓在を行った5)。本論文においては、

上記5つの福祉相談機関における専門職性認知の

比較を行い、その認知の差を明らかにすることを

目的とする。

Ⅱ、研究目的

本研究は、「ProficiencyInventoryの開発一

ソーシャルワーカーの資質向上のために一」と題

する科学研究の一部である。科学研究の最終目的

は、ソーシャルワークの専門職性評価尺度の妥当

性の検討を通して、これを完成させ、実用可能な

ものとすることである。本研究においては、ソー

シャルワーカーの専門職性評価項目の妥当性の検

討をこれまで行ってきた医療機関に加えて、広く

福祉相談機関に対して行い、福祉相談機関間の専

門職性認知傾向の比較を通して、それぞれの特‘性

を明らかにすると共に、その差異に関しての理由

を考察することを目的とするｃ

Ⅲ、研究方法

ソーシャルワークの専門職性評価項目の妥当性

を問うための質問項目を50作成し、2002年10月７

日～10月３１日の間、全国児童相談所；173箇所、

全国身体障害者更生相談所；７０箇所、全国知的障

害者更生相談所；７４箇所、老人保健施設（全国県

庁所在地）662箇所；在宅介護支援センター（全

国県庁所在地）；1329箇所に対して、郵送調査を

行い、調査結果を量的に分析して、認知傾向の比

較を行った。郵送数2.300、有効回答数1.150、全

体の属性は、男'性631人(55％）女性517人(45％)、

社会福祉士資格所持者457人（40％)、日本社会福

祉士会所属者279人（24％)、日本ソーシャルワー

カー協会所属者64人（6％）であった。

Ⅳ．結果と考察

１，５つの福祉相談機関別回答者の属性の比較

(1)５つの相談機関の属性表

属性項目の中で、特に表1の網掛けで強調した

部分に関して、高齢者関連の相談機関である在宅

介護支援センター。老人保健施設（以下、高齢者

関連機関と称す）との間、及び公的機関である児

童相談所・身体障害者更生相談所・知的障害者更

生相談所（以下、公的3相談機関と称す）との間

には、回答者の属性において、非常によく似た傾

向が見られた。以下、具体的に見ていきたい。

(2)相談機関別男女の割合

表lから明らかなように、高齢者関連機関では、

いずれも男性が約6割、公的3相談機関の方は、い

ずれも女性が約6割という全く逆の結果であった。

さらに、高齢者関連機関平均と公的3相談機関平

均というようにくくり、‘性別との関連を見てみた

ところ、回答者の傾向で見る限り、高齢者関連機

関に男性が多く、公的3相談機関には女性が多く

見られ、jr2検定の結果、１％水準で有意であった

(P=0.004)。

(3)相談機関別年齢の比較

表lから明らかなように、高齢者関連機関では、
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表１５つの相談機関別属性比較

サンプル数

性 別

年 齢

職端

維験年数

１１本社会補

祉一上会所胴

社会禍祉士

盗格

男性

女性

４０歳未満

４０歳以上

ＳＷｒ

ＳＷｒ以外

５ 年未満

5年以上

有

iHE

有

鉦

在介

516

325（63%）

191（37％）

339（66%）

177（34％）

290（56％）

207（40％）

281（54％）

217（42％）

１５３（30％〉

363（70％）

242（47%〉

274（53％）

老健

305

185〈61%）

120（39％）

;２５０（82％）
畠と自己一一

5５（１８％）

5１（17％）

251（82％）

201（66％）

9９（32％）

侭i蕊卿

７８（2696）

227（74％）

1狸（49%）
豆､寿

156（51％）

児柑 身更柵 知災相 全体

244 5１２ 3９ 1156

8４（34％） １８（35％） 1６（41％） 55％

160（66%） 3３（63％） 2３（59％） 45％

8２（34％） １９（37％） 1２（31％） 6]％

１６１（66%） 3２（62％） 2６（69” 39％

5２（21％） ７（１３％） ９（23％） 36％

１８７（77％） 4３（83％） 3０（77％） 64％

138（57％） 2９（56％） 1９（49％） 57％

9７（40％） 2２（42％） 1６（41％） 43％

3６（１５％） ５（１０％） ５（13％） 25％

208（85％） ”（90％） 3４（87%） 75％

5３（22％） ７（13％） ‘１（10％） 40％

191（78％） 4５（87％） 3５（90％） 60％

(・征介＝在宅介渡支援センター、老健＝老人保健施設、児相＝児童相談所、身吏机＝身体障諜将更生相談所、

知更相＝知的障害者更生相談所：以下の図表においてもこのように略して用いている。）

40歳未満が約7～8割、公的3相談機関では、４０歳

以上の人々が約7割、という全く逆の結果であっ

た。さらに、高齢者関連機関平均と公的3相談機

関平均というようにくくり、４０歳未満と40歳以上

の人々との関連を見てみたところ、回答者の傾向

で見る限り、商齢者関連機関に40歳未満の人々が

多く、公的3相談機関には40歳以上の人々が多く

見られ、ｘ2検定の結果、１％水準で有意であった

(P=0.0000)。

(4)相談機関別専門職団体所属の比較

表1から明らかなように、高齢者関連機関では、

日本社会福祉士会に所属している人が約3割、公

的3相談機関では、日本社会福祉士会に所属して

いない人が約1割、という結果であった。さらに、

高齢者関連機関平均と公的3相談機関平均という

ようにくくり、日本社会福祉士会に所属している

人と、日本社会福祉士会に所属していない人との

関連を見てみたところ､回答者の傾向で見る限り、

高齢者関連機関の方が公的3相談機関よりも日本

社会福祉士会に所属している人が多く、ｘ2検定

の結果、１％水準で有意であった（P=0.0086)。

(5)相談機関別社会福祉士資格所持の有無の比較

表lから明らかなように、高齢者関連機関では、

社会福祉士資格取得者が約5割を占め、公的3相談

機関では、社会福祉士資格取得者が約1～2割とい

う結果であった。さらに、商齢者関連機関平均と
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公的3相談機関平均というようにくくり、社会福

祉士資格を所持している人と、所持していない人

との関連を見てみたところ、回答者の傾向で見る

限り、高齢者関連機関の方が公的3相談機関より

も社会福祉士資格を所持している人が多く、ｘ２

検定の結果、１％水準で有意であった（P=0.0000)。

以上、回答者の傾向から見る限りにおいて、こ

のような結果がどうして現れたかということは、

１つには、大きく分けて、高齢者関連;機関と公的３

相談機関とが、いつ設置されたかということと関

連していると考えられる。公的3相談機関は「社

会福祉士及び介護福祉士法」成立（1987年）の

ずっと前（児童相談所：1947年、身体障害者更生

相談所：1949年､知的障害者更生相談所：1960年）

に設置されている。それに比べて、高齢者関連機

関が「社会福祉士及び介護福祉士法」（社会福祉

士資格制度成立）前後（老人保健施設：1986年、

在宅介護支援センター：1990年）に設侭されてい

る。公的3相談機関のソーシャルワーカーは、公

務員であり、採用方法も一般行政職として採用さ

れた者が多く、勤務条件や待遇・身分的保障など

の面で、女性にとって比較的継続しやすい条件が

整っていたために、４０歳以降の女性が多くなって

いると考えられる。

一方、老人保健施設は、1986年老人保健法の改

正によって創設され、1989年に策定されたゴール

ドプランのなかで設悩が奨励された施設である。

在宅介誰支援センターは、1990年老人福祉法に

よって創設され、1994年新ゴールドプランのなか

で設置が奨励されるとともに、2000年の介護保険

施行に合わせてケアマネジャーを一定数確保する

必要があって採用された人たちも含まれる。また

時期を同じくして1987年に「社会福祉士及び介護

福祉士法」が成立し、社会福祉士資格制度が確立

した。したがって、こうした高齢者関連相談機関

では、社会福祉の専門性を前提とした採用方式を

とっているところが多く、福祉系大学卒業後、社

会福祉士資格を取得して採用された人たちは、資

格制度が確立してからの卒業生つまり40歳未満の

人に多く、男性の社会福祉領域への進出の結果、

若い男性、しかも有資格で、専門職団体にも加入

しているケースが多い、ということが考えられるｃ

２，５つの福祉相談機関における専門職性認知傾向

(1)５つの福祉相談機関における専門職性認知の

全体比較(かなり必要・必要と答えた人の割合）

図1は、ソーシャルワーカーの専門職性を示す

と考えられる7領域50項目について､「かなり必要」

から「ほとんど必要でない」までの5段階で聞き、

5点から1点の得点を与え、「かなり必要」「必要」

と認知している人だけを取り出してその割合をグ

ラフ化したものである。

高齢者関連機関である在介と老健はほとんど差

がなく、公的3相談機関について見てみると、身

更相と知更相とでは、かなり認知の仕方に差があ

ることが分かる。職務内容の差と専門職性認知と

の関連についての分析は、今後の課題とする。

(2)相談機関別得点分布

ソーシャルワーカーの専門職‘性を示すと考えら

れる7領域50項目について、「かなり必要」から

｢ほとんど必要でない」までの5段階で聞き、５点

から1点の得点を与え、５０項目すべての機関別平

均値・得点分布を示したのが図2である。知的障

害者更生相談所の回答が、最も平均値が高く、か

つ「かなり必要」「必要」と認知している人の割

合も最も高かった。この図においても、在宅介護

支援センターと老人保健施設は、ほとんど差が見

られない。

(3)有意差の見られた項目の機関間比較

次に、専門職性を示すと考えられる50項目6)に

ついて､相談機関別の認知特性を比較するために、

項目ごとに一元配置の分散分析を行ない、

Scheffeの多重比較を適用して、機関間の得点を

比較した。専門職‘性を示すと考えられる7領域を

｢使命感」「倫理'性」「自律性」「知識．理論」「技

術」「専門職団体との関係」「教育．自己研鐙」と

したが、機関間比較において１％水準で有意差の

見られた項目は、’8項目あり、その項目は、以下

に示す表2の通りである。

表2から分かるように、「使命感」に関するもの

－２８－
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4項目、「倫理性」に関するもの2項目、「自律性」

に関するもの1項目、「知識・理論」「技術」に関

するもの無し、「専門職団体との関係」に関する

もの5項目、「教育・自己研錨」に関するもの6項

目、という結果であった。そして、ほとんどの項

目が、在宅介護支援センターあるいは老人保健施

設の方が、児童相談所よりも高いという結果で

あった。

特筆すべきことは、「使命感」に関しては8項目

在介老健児相身更相知更相

図２相談機関別得点分布比較

中4項目（50％）において高齢者関連機関の方が

児童相談所よりも高く認知しており、「専門職団

体との関係」に関しては6項目中5項目（83.3％）

において高齢者関連機関の方が公的3相談機関よ

りも向く認知しており、「教育・自己研錨」に関

しては9項目中6項目（66.6％）において高齢者関

連機関の方が児童相談所よりも高く認知している

という結果であった。

－２９－



領域 QNo

使命感 １

使命感 １５

使命感 2９

命感 4６

倫理性 3０

倫理性 3７

自律性 3８

専門職剛体との関係 ６

専門職団体との関係 １３

専門職団体との関係 2０

専門職団体との関係 2７

専門職団体との関係 3４

教育・自己研鐙 ７

教育・自己研殿 1４

教育・自己研錨 2１

教育・自己研諭 2８

教育・自己研蹴 3５

教育・自己研餓 5０

表２有意差のみられた項目の機関間比較

内容

自分の仕聯は自分にとって天職だと思う

この仕事は、価値を実現するための仕ﾘｉ

だと認識している

単に生活の手段としてではなく、仕事に

|ま一種の使命感をもっている

後進の指螺に当たることも大切だと思う

倫理綱領は大躯だと思っている

ソーシャルワーカーには何故倫理が間わ

れるのか、その理由を理解している

開業することもできる

専門職団体に所鵬している

所属する聯'’11職団体に帰腐意識をもって

いる

専門職団体に所属することが仕聯に対す

る自儒を生み出す

必要とあらば所属する専門職剛体の活動

に協力する用意がある

専門職団体を通してソーシャルワーカー

全体のレベルの向上を図ることは大切だ

と思う

仕ﾘｉ上必要な専門誌や専門,'|:などを定期

的に雌読する

関連学会に所属する

学会や研究会などにできるだけ参加する

仕ﾂｉに関連する雌新の怖報を入手するよ

う心がける

実践に基づいた論文を11}:く

不成功事例を次に生かす努力をする

－３０－

Ｆ値

13.6

3‘7３

5.24

6.78

5．１３

4.79

109

２１

6.57

5.16

13.8

14.7

5.44

10.4

8.71

7.92

9.45

６

打意水地 機関ＩＮＩ比鮫

＊＊ 老・在＞児

＊＊ 征

＊＊ 老＞児

＊＊ 老・在＞児

＊＊ 老＞児

＊＊ 在＞児

＊＊ 在＞児・老

＊＊
老・イE＞児、

在＞身

＊＊ 在＞身

＊＊ 在＞児

老・在＞児、
＊＊

在＞知

＊＊ 老・在

＊＊ 在＞児

＊＊ 老・在

＊＊ 老・在＞児

＊＊ 老・在＞児

＊＊ 老・在＞児

＊＊ 老

(＊＊は、１％水雌で右愈）



Ｖ・結論

「ソーシャルワークにおける専門職性認知」と

一口に言っても、その認知のされ方は、相談機関

によって異なることが分かった。以前に医療機関

のソーシャルワーカーに対しても同種の調査を試

みたが、このときも、認知傾向が大きく異なって

いた。

こうした、５機関の専門職性認知傾向の差違が

どこから生じているのかということは、まず第１

には先ほども述べたように設侭年度との関係にあ

ると思われる。次に社会福祉の専門性を前提にし

た採用であるかどうかということにも大きく関

わってくると思われる。先にも述べたように、老

人保健施設や在宅介護支援センターにおいては、

｢社会福祉士及び介護福祉土法」成立後、社会福

祉士の資格を所持していることを、採用の条件と

しているところも多くなっている。ことに、新規

採用のソーシャルワーカーの場合、大学で社会福

祉を専門に学び､社会福祉士の国家試験を受けて、

資格を所持して入職するケースが噌加している。

つまり法律が整備されたことによって、男女両性

の職業進出が促進され、新しい機関に男性職員が

採用される機会が増加し、ひいては、専l1Ij職性の

確立に影響を与えていると考えられる。

一方、公的機関においては、社会福祉の専門職

性に対する認知度が低いのか、公的相談機関の職

員は､最初から社会福祉の専門職採用とは限らず、

入職してから、研修や実践を通して専門職性を身

につけていったものと思われる。また、公務員と

いうポストの性格上、身分的に保障されており、

ソーシャルワーカーであるという以前に公務員と

してのアイデンティティが大きく、わざわざ社会

福祉の専門職団体に加入して活動するといったこ

とや社会福祉士の資格を所持するということが、

それほど重要視されてはいないのであろう。そう

した意味では、職能団体を通さずとも、職場内に

おいて教育･自己研錨の機会が保障されているか

らであると考えられる。

他機関に比べて児童相談所において専門職性認

知がきわだって低かったのは、取り扱う対象が、

子どもや家庭に関する生活問題や福祉問題に限定

されず、子どもや家庭を取り巻く広範な問題であ

り、医師や心理職の方に取り込まれやすいという

点も関与しているだろう。また今後、公的相談機

関の職員採用の方法が専門職採用になっていけ

ば、もっと状況は変わってくると思われる。ソー

シャルワーカーの職務が人間の命と生活に深く関

わるものであることを考えると、採用時点から専

門職性を強く要求しておかないと、社会福祉全体

の専門職性向上につながっていかないと危倶され

る。

以上、専門職性認知傾向は、それぞれの機関が

一次機関であるか二次機関であるか、設置年度、

採用のされ方、入職動機、職務の内容、援助の対

象とする人々の生活問題の有りょう等によって、

差が出てくるものと思われる。しかし、たとえ働

く場所は異なっても、ソーシャルワーカーとして、

共通の専門的基盤の上にそれぞれの独自性を発揮

し、機関の性質に縛られることなく、各相談機関

が専門職性を強く出していかなければならないと

思われる。今回導き出された微妙な相違点を踏ま

えながら、そうした相違を乗り越え、様々なソー

シャルワーク機関を包含するような、ジェネリッ

クな「ソーシャルワーク専門職性評価尺度」を、

早急に確立させる必要があると考えている。

(本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金に

よる助成を受けて行った『ProficiencyInvemory

の開発一ソーシャルワーカーの資質向上のために

－』と題する研究成果の一部である｡）
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調査全体の概要と調査結果については、第２３

回日本医療社会事業学会（2003年５月１７日、

於：東京・品川プリンスホテル）にて報告を

行った。詳細は、武田加代子・南彩子（2004

年１月刊行予定）「ＭＳＷと他機関ソーシャル

ワーカーの専門職性認知傾向の比較」『医療

と福祉』第37巻第1号を参照のこと。

ここでは紙幅の都合で50項目の内容を示すこ

とができなかったが、「使命感」に関するも

の8項目、「倫理性」に関するもの6項目、「自

律性」に関するもの6項目、「知識･理論」に

関するものも6項目、「技術」に関するもの９

項目、「専門職団体との関係」に関するもの６

項目、「教育･自己研鎖」に関するもの9項目

より構成している。
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TheTendencyoftheSocialWOrkersinAcknowledgingSocialWorkProfiCiency

atSeveralSocialWOrkAgencies

AyakoMinami,KayokoTakeda

Whilesocialsituationschangeatdizzingspeedsthesedays,clientshavecometocallfbrhighly

skilledsocialworkers､However,howdoessocietyiden的thehighlyskilledsocialworkers？

Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｏｕｒｓｔｕｄｙｉｓｔｏｃｒｅａｔｅasocialworkproficiencyinventory､Wehavehypothesized

sevenattributesthatbreakdownthe50itemsofthesocialworkproficiencyand,inordertotestthevalidily

ofthesｅ５０ｉｔｅｍｓ,conductedresearchofsocialworkersatfivesocialworkagencies・Asaresultofthe

research,wediscoveredsignificantdifferencesbetweennonpublicagenciesthatdealwithproblemsofthe

elderlyandpublicagenciesthatdealwithproblemsofchildrenandthehandicapped・

BaseduponadetailedanalysisofthereseaI･ch,wehavearrivedattheconclusionlhaｔａｇｅｎｅｎｃ

socialworkprohciencyinventoryshouldbeestablishedassoonaspossible．
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IインタビューＩ

ソーシャルワーカーの養成と教育

森野郁子（聞き手：大阪府立看護大学大谷昭）

森野郁子先生のプロフィールとインタビュー

の趣旨

森野郁子先生は本文中にもあるようにジョージ

ヤ州ラグレンジカレッジ、ミシガン大学大学院社

会事業学部で学ばれた後、ミシガン大学病院精神

科、大阪府精神衛生相談所、ミシガン大学小児精

神病院、淀川キリスト教病院などでソーシャル

ワーカーとしての実践を積み重ねられました。

一方、多くのスーパービジョンやトレーニング

のプログラムを通してソーシャルワーカー養成に

関わられるとともに日本医療社会事業協会の副会

長も務められました。

米国での教育と実践を通してソーシャルワー

カーとしてスタートされ、その後日本での保健医

療領域でのソーシャルワークに深く関わってこら

れた立場から、ソーシャルワーカーのあり方につ

いてのお話をお聞きすることとした。なお、イン

タビューは2003年３月24日に行われました。

米国で受けたソーシャルワークの教育・訓練

大谷：日本でもソーシャルワークはかなり普及し、

認知されつつあります。ただし、養成や質の面で

は多くの課題があります。そういう意味で、ソー

シャルワークの専門職の養成や質の維持に関し

て、先生が経験されたアメリカでの教育や実践と

その後の日本でのソーシャルワークの関わりから、

今後のソーシャルワークの発展に必要なことにつ

いて先生のお考えをお伺いしたいと思います。

アメリカでいろいろな経験をされて日本に帰っ

て来られた時に、日本のソーシャルワークに関し

て感じられたことから話を始めたいと思います。

森野：ソーシャルワークの教育というものの位侭

づけが、アメリカでははっきりとしています。そ

れはいわゆるプロフェッショナル・スクールで、

専門職であって、例えば医師、弁護士と同じです。

だからスクール・オブというのはロー・スクール

とかスクール・オブ・パブリック・ヘルスとか、

専門職の教育をするということが、初めからもう

認われているわけです。アメリカの教育というの

は専門職養成であるスクール・オブ・ソーシャル

ワークを認定する組織があるわけです。カウンシ

ル・オブ・ソーシャルワーク・エデュケーション

(CouncilofSocialWorkEducation）というのが

あって、日本もたぶんあると思うけれども、そこ

で7年に１回の審査があって、内容が不備であった

ら2年の間にそこを直されなければ、カウンシ

ル・オブ・ソーシャルワーク・エデュケーション

から認定されたスクールとされない。

ということは、そこの学校を出ても、いろいろ

な州のソーシャルワーカーとしてのライセンスの

受験資格もなくなるわけです。学校そのものに対

しての、一つの専門職としての縛りがあるわけで

す。日本の場合は、専門職団体としての専門教育

というものを司るような団体はないわけです。学

校連盟というのも、今はそういうものにはなって

ないですね。

大谷：専門職教育の質の基準を作って、それを達

成しているか、してないかという判定を厳しくす

るということですね。もし達していない場合は、

どうするのでしょう。

森野：猶予時間があって、その間に改まらなけれ

ばもう認定されない。認定されなければ、そこを

卒業してもいわゆる専門ソーシャルワーク教育を

受けたという、専門職団体での認定は受けられな

いというわけです。そのようなものが、私がミシ

ガン大学の大学院にいた1950年代半ばにはできて

－３５－



いました。

大谷：それではミシガンでの頃の話を少しお伺い

したいのですけれども。先生はどのようなことで

ソーシャルワークの方に進まれたのでしょうか。

森野：日本で戦争の後で、ＹＷＣＡにいて、副会

長もしたことがあるのではないかという記憶があ

るあるのです。それに関連して、日本のキリスト

教の団体でワークキャンプとかそんなのをいくつ

か行ったのです。

私の頭の中では、ソーシャルワーク＝グループ

ワークみたいだった。それで勉強したいと思って

いたら、いろいろとあってスカラーシップで行け

ることになったので、大学の3年からアメリカの

ジョージア州のラグレーンジ・カレッジへ行った

わけです。それでいわゆる社会科学、ソーシャル

サイエンスとサイコロジーという、まあ小さい学

校だから、そういうダブル専攻で行ったのです。

大谷：日本でＹＷＣＡの関係でグループワークに

興味を持たれて、その時にもうソーシャルワーク

というのは、既にご存じだったのですか。

森野：アメリカへ行ってソーシャルワークを学び

たいと思っていたのだから、知っていたのでしょ

うね、きっと（笑)。でも学びたいというけれど

も、ソーシャルワーク＝グループワークと思って

いたと思うのです。それで向こうへ行って、ソー

シャルワークのコースもあるし、大学院に入るま

でにはソーシャルサイエンスのバックグラウンド

とか､サイコロジーのバックグラウンドがないと、

専門大学院には入れないと、わかっていたみたい

です。

大学院に行かないとソーシャルワークというの

はなかったのでね。そこはわかっていた。私のア

ドバイザーの先生が、ミシガンでソーシャルワー

クを学んだプロフェッサーだったのです。彼はで

も、二股掛けて、神学とソーシャルワーク、ただ

し1年制だったと思うのです。昔の大学院は1年制

があって、本当にしっかりしたものになったら２

年制のプログラムになる。私たちの少し前にそう

なったと思うのです。そういうバックグラウンド

があった先生でした。

その先生にソーシャルワークをやる、私はグ

ループワークをやろうと思っていると言ったら、

｢やめておけ」と、「グループワークをしたら、他

の人の英語をいっぺんに聞かないといけないか

ら、ケースワークの１対１のほうがやりやすいので

はないか」といわれた。「それならケースワーク

にしましょうか」ということになったのです。

大谷：その頃のアメリカの中でのソーシャルワー

クについて先生の書かれたものなんかを拝見した

ら、すごく競争率が商かつたようですけれども、

アメリカの社会の中でのソーシャルワークに対し

ての認知はどのようなものでしたか。

森野：いわゆる珍しいものではなくて、サービス

として当然あるものです。だから保健師さんは保

健師として働くし、ソーシャルワーカーはソー

シャルワーカーとして働くということです。普通

の専門職です。ただし、我々の中でもよくジョー

クとしていっていたけれど、看護師は子供に「お

母ちゃんは看護師や」と言ったら、まあ－つイ

メージが沸きますね。ソーシャルワーカーといっ

たら、なかなか何をする人かと子供に説明しにく

いなという話でした。誰かが「メイク・ピープ

ル・ハッピー」っていったのだけど、子供には難

しいなと言っていたですけれども。

その頃はミシガンのソーシャルワークはまだ、

デトロイトだったのです。それで1年制の大学院

をやっていて、それと同時にミシガンのメイン

キャンパスのあるアナーバーとの両方が大学院の

キャンパスであって、それからメインキャンパス

に吸収されたという感じです。だから私らは、大

学の1年の実習はデトロイトだったのです。ミシ

ガンの大学院が、ちょうどメインキャンパスに集

約されたころです｡集約されてすぐ後くらいかな、

私が行ったのは。

大谷：最初の１年目はどんな科目がありましたか。

森野：何があったかな。ケースワークなら、ケー

スワーク１，２，３で、２年の２学期はケースワーク

セミナーがあるのです。いわゆる社会保障関係、

あれが1年の時に前・後期ありました。それから

いわゆる箱神術生のイントロダクションみたいな

のがあって、２年の時は、いわゆるそのサイキア

トリック・ソーシャルワークをやるのに必要な精

神科の科目というか内容がありました。大学だか

らいろいろと専門家がいるでしょう、だから開業
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していて大学でも教えている。本当に実践で精神

分析をやっている。そういうのは授業に病院まで

行くわけです。クラスは20人か30人くらいではな

かったかな、１学年が。大体みんな必修です。選

択はほんの少ししかないでしょう。むろんグルー

プワークとか、コミュニティー・オーガニゼー

ションとかリサーチ、そういうものは必修。それ

からむろん、異常心理、社会心理、心理学が多い

ですね。

そうそう。私らがちょうど帰る頃には、七原則

のバイステイックが論文を出した頃なのです。

大谷：当時は精神分析的なところにかなりウエイ

トがあったということを聞きますが、具体的には

どのようでしたか。

森野：ケースの分析なんかでもそうでしょう。い

わゆるヒストリーというか、それをもとにしてそ

の人がこういう生まれ方をして、こういう育てら

れ方をして、こういう反応をしてきたから、現在

の問題に対してのリアクションもそれに基づいた

ものとして考え、援助を計画していく。そういう

意味で、今の問題だけではなしに、その問題を起

こした人の過去というものがすごくウエイトを

持って検討されていたと思います。

我々がやっていたソーシャルワークというの

は、治療オリエンテッドなものだったから今と少

し違うのです。だから、精神分析的にクライエン

トを理解することに特に大きな問題は感じたこと

ないです。だからといって、公的扶助とかそうい

うものもやっているし、いわゆるカウンセリング

的な、治療的なものだけではなしに、実際にいわ

ゆるファミリーサービス実習なんかをすると、や

はり家計のマネジメントが悪いから困っているク

ライアントが来れば、それで対応するでしょう。

別にその人の過去もあるだろうけども、現在大変

困っている、どうすればいいか。だから、そのへ

んは特に問題を感じたとは覚えていないです。

大谷：日本では個人をとらえる共通の枠みたいな

ものが、非常にあいまいです。それが精神分析か

どうかは別にして、何かもう少しはっきりしたも

のがあったほうがいいということになりますか。

森野：我々がいつも言っていたのは、別に粘神分

析でも何でもいいから、一つバックボーンを持つ
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ていて、それをもとにして、別にそれを振りかざ

さないで、まずその尺度で測って、それから他の

ものを活かしていく。エクレクテイックと言われ

たりしているように、いわゆるその行動療法的な

ものとか、それからもう少し後になったら危機介

入です。危機介入のスペシャルチームができまし

たのが、私が大学院の病院で働きだして、５年間

いたうちの最後の1年半くらいです。

普通の問題のある子供が、学校を追われどこか

から回されてきた、そしたらソーシャルワーカー

が親に会って、サイコロジストや子どもをテスト

して、精神科の医者が子供に会ってカンファレン

スをして、どういうふうに扱っていくかというこ

とを決めてやっていました。そうして治療して

何カ月にもなったら、待つことばっかりで、この

人はトリートメントが必要だけれどもトリートメ

ントの順番がIIIIって来た頃には、問題が深刻化さ

れたり、大変なことになる。それならもう、危機

介入で、ショートタイムセラピーという言葉を

使ったかな。そういうのはスクリーニングの時に

3カ月と決めて、３×４で１２回です。それでやれる

ことのターケットを決めてやって、３ヵ月で終わ

りという形でやる。だから、長くやるほど効果が

出る、出ないは別にして、アプローチを早くする

ことによって、長く待って悪くなることはない。

長い間待って2年も治療をしたら、いろいろと

もっと変わるかもしれないけれども、時間的に

もったいないし、実際にできないです。といって

も、ロングタイムセラピーがなくなったわけでは

ないです。特に大学病院だからレジデントの教育

をしないといけないから、そういうのを持っても

らわないといけないし、ショートタイムも持って

もらわないといけないからということだったので

す。でも、一応やはり長いのをある程度、きちん

と経験してからでないと。ショートタイムのセラ

ピーをする人は、ある程度経験がないと初めから

そこはできないです。やはりある程度のバックグ

ラウンドがあって、選別できるということがいわ

れていたと思うのです。

大谷：大学での講義と実習というのは具体的に

は。

森野：実習は、私たちの頃は３日丸々だったので
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す。今はもう２日でしょう。

病院だったら朝8時です。エージェンシーだっ

たら9時から5時まで、週3日です。だから、月・

火と学校へ行って、水・木・金と実習に行ってい

たわけです。

私が行ったのは、初めの時はミシガンのデトロ

イトの近くのミシガン・エイジ・ソサエティと

いって子供のための私立のエージェンシーです。

何をしたかというと、セラピーもするし、子供が

チャイルドウェルフェアの世話になるとかから親

が非常に問題があるとか、未婚の母、それから子

供が欲しい人、アダプションもしていた、子供を

欲しい人が申し込む。母親はどんなバックグラウ

ンドか、父親がどんなバックグラウンドか、本当

に両方とも育てる気がないのかどうか。今度は受

け入れ家庭のほうのお父さん、お母さんがどんな

人なのか。この子供だったらこの家庭でうまくい

く可能性が高いかどうかなど、難しいです。ずっ

と後には、そういうことはジャッジできないとい

うふうになったみたいです。

大谷：実習に行った最初からケースは、持たせて

もらえるわけですか。

森野：そうですね。私の場合はそれが1つのセメ

スターで、次のセメスターはファミリーサービス

で､夏の間バイトで働かせてもらったと思うけど。

2年目は大学のサイコロジカル・クリニックです。

心理の中の大学院生とか博士課程の人とかが主

で、私はソーシャルワークをしていたのです。そ

れで、ファミリーサービスだからそれこそファミ

リーサービスで、個人的な問題もあるし、夫婦の

問題もあるし、お金の問題もあるし、聴力障害者

の両親に子供ができたんですが、そうしたら、話

かけられないからテレビを、そのころはテレビは

ぜいたく品でお金もないから、ファンドをどこか

から探してきて与えて、子供とテレビだけではい

けないですから、それを何とか子供の成長に活用

できるようにして、逆に親が子供とコミュニケー

トできないということで、寂しい思いというか嫌

な思いをしないようにケアをするとか、いろんな

ことをしました。

実習に最初に行くときにまずあいさつして。そ

うしたら「あなたはここでは実習生として働くけ

れども、こういうことは全部守らないといけない」

と、いわゆるスタッフとして守らないといけない

といわれます。ケースは、スーパーバイザーがま

ずこのケースと思うのをくれて、それこそ記録を

書きまくって、スーパービジョンを受けます。初

めは1～2ケースしかくれないのではないかな。そ

れで増えていくのです。増えていったりクローズ

されたりしていくのです。

大谷：どのようなケースを担当するのですか。

森野：インテークしたものです。日本のインテー

クと違って、外国のインテークといったらイン

テークワーカーといって一番偉い人です。イン

テークしたものをスーパーバイザーが選んで、

｢これはこういうケースなのだ」と。まずアポイ

ントをしなさいということ。そこから始めるわけ

です。そうしたら、まずこういうケースはどうア

プローチするかといって概略を、こういうことは

しないといけないとか、してはいけないとか、そ

れほど細かいことではないですが説明をされま

す。大体アメリカだったら、大学院の学生でそこ

へ来ているということは、その人はそれだけのも

のを持っているという評価で始まるでしょう。商

校生でもないし大学生でもないし、院生のそれだ

けのものを持った者として扱われるから、それほ

ど細かいことより常識的なことです。

それでやって、スーパービジョンを受けて、そ

こでやり方についてのいろいろな指示とか、逆に

次のプランとかやります。だから1年目の第1学期

は本当に詳しくみてもらえます。ご存じのように

大学院の学生をスーパービジョンするエージェン

シーというのは､一つの箔がついているわけです。

業界のジャーナルの広告を見ても、「当エージェ

ンシーは給料は云々、レベルは云々、どんな雰囲

気でとか何とか」と書いてあって「何大学の学生

を引き受けています」ということが書いてあるの

です。それが一つのステータスだし、スーパーバ

イザーは、ミシガン大学ならミシガン大学の大学

院のスーパーバイザーのためのミーティングを、

年に2回くらいやっているのではないかな◎新し

くスーパーバイザーとして登録できる人は、スー

パービジョンのコースを、無料で大学院で受けら

れるのです。むろん、大学の先生が１学期に１回は
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最低やって来て､ケースを全部一応積んでおいて、

どれを見るかはスーパーバイザーと大学のリエゾ

ンパースンとの間で決めるのでしょうけれども、

一応全部のケースを積んでおくのです。それでそ

こからいろいろと見て、それでいろいろと話し

合って、大学のほうはどんなプログレスをしてい

るか、していないかをつかむのです。

スーパービジョンのあり方

我々の1年あとの女の子が１人、すごく頭のいい

学生だったけれども「あなたは臨床には向いてい

ない」ということで、１学期で「辞めなさい」と

言われました。その人は後に社会学の博士を取っ

たのですが、そのようにきちんと切ってくれるの

です。

大谷：臨床に向かなかっただけで、人間性や人格

を否定されたわけではないことと区別されるが、

そこが日本だと人間として、人格としての否定に

つながりかねないというお話をお聞きしたように

覚えていますが。

森野：日本の場合はよく、評価ということに対し

てネガティブなイメージがあるのです。学生にも

いつも言うけれども、評価というものはネガティ

ブなものではない。日本は、わりと言われたらも

う本人全部がだめだというように取るでしょう。

だからディスカッションなんかをさせても、相手

を傷つけたらいけないからと言いたいことが言え

ないのです。

それで、私たちの時は、入学の時に面接があっ

たわけです。成績だけではなくて而接があって、

例えば私はジョージアにいたから、ミシガンまで

わざわざ来なくてもジョージアにあるスクール・

オブ・ソーシャルワークの先生と而接して、その

レポートを送ることができた。私はたまたまミシ

ガンに友達がいたからバケーションで行って、ミ

シガンでインタビューを受けたのです。その先生

は、何十年か知らないけども前に会った時に「あ

んなのをしたけれども、この頃はインタビューは

それほどリライアブルでないからもうしないのだ

よ」とおっしゃっていた。

大谷：具体的にスーパービジョンはどういうかた

ちでされたのですか。
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森野：担当したケースを、自分がここは問題では

ないかと力､、このようなやり方でよかったのだろ

うかと力､､そういうようなコメントを必ず書いて、

スーパーバイザーに見せる。スーパーバイザーは

それを読んで、スーパービジョンの場でそれも含

めて意見を述べてくれるわけです。だから、スー

パーバイザーも大変です。それはケースのやり方

だけではなくて、何をして何をしなかった、何を

言った言わなかっただけではなくて、「あなたは

どう感じて、それからクライアントはどう感じて

いただろうか」という辺りがすごく大事なポイン

トですね。

それからこんな本を読んだらいいとか、こんな

論文があるとか。それから誰々さんのケースに似

たのがあるから、もう少しそういうのを勉強して

みたらいいとか。そういうことがあって、いわゆ

るエージェンシーの中での秘密保持というのは守

られているけれども、他の人のケースも、むろん

ワーカーの承諾をスーパーバイザーが得てですけ

れども、参考にするとかです。だからスーパーバ

イザーと自分だけではなく、もう少しほかの人の

支援ももらえるということはあると思うのです。

２年目はミシガン大学の心理クリニックだった

から、子供はサイコロジストがみて、私たちは親

をみる。そこはお金を取っていたのです。私の患

者さんは１０ドルくらいだったです。学校の子供の

問題なんかは、学校へ訪問したり、そんなのは実

習生とスーパーバイザーが一緒に行ってくれま

す。

そういうかたちで、それこそ一方的に教えると

いうのではなくて、やはりそれぞれの人がどう感

じて、どう考えているかということに合わせなが

ら育てていくというのは、エデュケイト、引き出

していくわけです。

大谷：姿勢、態度、人間の見方については影響を

受けることが多いのでしょうね。

森野：やはりスーパーバイザーのやり方とか、気

の配り方などは見習うというとおかしいけれど

も、残っていると思います。一番初めの実習の時

に、ミシガン・チルドレンズ・ソサエティという

ところは、大学を出た人で、ソーシャルワークの

トレーニングを正式に受けていない人もスタッフ
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にいたのです。スーパーバイザーがやったインタ

ビューを、彼女と私が横で聞かせてもらって、後

で各々レポートを書けといって書かされたわけで

す。もう一人の人は実践を積んでいるから実践的

な目があって、私は勉強のほうから入ったような

見方をしているという、結果的にそれが証明され

たというか、おもしろいことをさせられたことが

あります。何のケースか全然覚えていないですけ

れども。彼女としては、「それぞれのいい点があ

るよ」といってくれたのだろうと思います。

大谷：それで、大学院の時のいろいろな授業とか

実習などを通して、今から考えて一番これが本当

に大事だったと思うのはどういうところですか。

森野：各々自分の持ったケースを、ケースカン

ファレンスみたいなのを授業でするわけです。そ

れをプレゼンテーションしたら、むろんそれは

エージェンシーで扱っているケースだから許可を

受けています。大学の先生のコメント、周りの友

達のコメント、広い面からのアプローチができる。

実習でやったことだけではなくて、そのケースを

ケースカンファレンスに出すケースとしての書き

方というか、ケースは変わらないけれども、見方

も少し緊張するというか少し違うでしょう。それ

もよかったのではないかと思います。

２年間スーパービジョンを経てやっているうち

に学ぶものは多かったですね。スーパービジョン

では、自分の気持ち、クライアントの気持ち、

スーパーバイザーの気持ちが入り乱れています。

それはもうスーパービジョンの後も「こんちく

しよう」と思うこともあるかもしれないけれども、

それを私が「こんちくしよう」ではなく、私がい

まから上にいく、ベターになるための「こんちく

しよう」と受け取れるような人間関係でなかった

らだめです。ワーカーを育ててあげるというか、

育てるという意気込みが必要ではないかな。「時

間ももうないし、私忙しいのに見てやらないとい

けない」というのではなくて、それを通してワー

カーが少しでも一人前になっていくのが楽しみで

あるというような感じの捉え方でないと。

専門家が実習を引き受けるのは当たり前のこと

ではないでしょうかね。大学が実習生を出すとい

うことは、引き受けた機関にとっても実習生とい

うお荷物だけではなく、大学からのいろいろな情

報も実習生を通じていろいろと得られるし、双方

にとって利益があるのではないでしょうか。片一

方が押しつけているのではなくて、引き受けて得

るものがある。だって、日本の実習といったら

｢お願いします」と言って、ひどいところでは

｢紙に自分の行きたいところを書いて持って行け」

という、今は知らないけれども昔はありました。

大谷：今でも大学で教えられていることと、実習

に行ったら全然異なることが多いということもよ

く聞きます。

森野：それはあるでしょうね。だいたい50人も

100人もいたらフォーローアップできませんよ◎

だから、プロフェッサーが持っているエージェン

シーは30人で、倍でも60人です。１５～16人いたら

全部実習に来るかどうかにしても、１人でエー

ジェンシー5～6人持って1セメスターに１回、問題

があれば別だけれども、十分こなせるはずです。

ソーシャルワーカーとしての実践

大谷：そういう教育を受けられて、先生はソー

シャルワーカーとして働かれたのは、具体的には

どこになられるのですか。

森野：日本へ初めに帰ってきた時は、大阪府精神

術生相談所。アメリカは、大学院を出て日本へ

帰ってきて大阪府糖神衛生相談所にいて、それか

らアメリカへ行って今度はミシガン大学の小児精

神病院にいて。

大谷：大阪の精神衛生相談所では主にどのような

お仕事を？

森野：縮神衛生相談。統合失調症の人とか、そう

でなくてもいわゆる夫婦の問題だとか、カウンセ

リング的なもの。ソーシャルワークのリソースと

かそういうものではなくて、ほとんどは治療でき

たものです。それと、冊子も出さないといけない

し、いろいろな講習会があれば行かないといけな

かったし、いろいろやりました。

ミシガン大学の小児糖神病院では親、チームの

中で親が対象です。子供も最後のほうは経験のた

めに、２～3人ばかり担当しました。大学病院だか

ら、全部サンプルを集める。だから三つフロアが

あって、小さい子、幼児と、アドレッセンスは別
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にあって、うちは小さい子だから4～5歳から7～８

歳くらいかな。それが子供で、それは鍵のかかっ

たもので。その上の年齢で、アドレッセンスって

何歳からかな。

思春期病棟は別にあったのです。１２～13歳くら

いかな。一つはクローズドで一つはオープン。そ

こでは、レクリエーションセラピーとかオキュ

ペーションセラピーとか、学校とか◎

病気はいわゆるビヘイビアデイソーダもある

し、キャラクターリスティクみたいなのが多いで

す。暴力を振るったり。

そうそう。自閉症の子も何人もどうなっていく

かを見るためにいました。大学病院だから。研究

と臨床とだから。私は4人かな。女の子。その一

人の親を持っていたのだのです｡そこでの約束は、

うちの病院に入院するなら親は週に一回はソー

シャルワーカーの面接を受けに来なければいけな

い。子供はこちらで預かります。必要に応じて週

末に帰ったり、学校の先生とも連絡をして、学校

の教育はこちらの先生と一緒に連絡をして学校へ

もう一度行って・・・・

大谷：結局、親に対しての面接の目的というのは

何ですか。

森野：親との面接の目的は、子供がよくなったら

帰っていくことが目的なのだけれども、糖神分析

的ですから、バックグラウンドとか、どのように

なってどのような問題があったということも、ま

ず聞かないといけない。それから、子供がどうい

う状態であるとか、娘に対して親がどのような反

応をするとかしないとか。ウイークエンドに帰っ

たらどうだったかとかも聞かないといけないし。

親との人間関係を修復に向けていく。それで家に

帰る子は3分の１くらいかな◎うちを卒業して州立

の精神病院に行くとか。

大谷：この時の仕事で、例えばそれぞれの人が力

を向上させていくとか、質をある程度維持すると

いうようなことで、ソーシャルワークのセクショ

ンでやられていたことは何かあるのですか。

森野：教育病院だから、むろんスーパービジョン

は初めの頃に何年か受けました。

3年か4年は受けたのではないでしょうか。あとは

むろんいわゆるコンサルテーションですね。全体

医療社会福祉研究Vol,１１No.１．Vol､１２No.12003.12

のケースカンファレンスもあります。

病院全体で50～60人はソーシャルワーカーがい

たかな。うちで10人少しだったから。成人の精神

科でしょう、それから病院と。何かもう膨大な組

織です。そこがみんなそれぞれ実習生を抱えてい

ます。うちは、実習生は2人だったかな。うちに

実習生が来ている時に、その実習生のリエゾンの

プロフェッサーが来た時に、私もよく知っている

から「ああ、こうして見ているんだな」と見てい

たわけです。自分が実習に行った時は、こうして

見ていることは全然知らなかったです。

大谷：例えば医師とか看護師が、ソーシャルワー

カーに対して要求しているものというのは何で

しょう。

森野：やはり社会的なこととか、家族のあれです

ね。お金は関係ないから、お金はちゃんと事務の

担当がいて。やはり家族、家へ帰る、それからコ

ミュニティへ帰るための援助でした。また大学病

院だから、何年かしたら、学会発表をしないとい

けませんね。大変です。それと、ミーティングに

参加するとか、関連の学会に行くとか、それは当

然ということです。それからワークショップなど

があります。有名な先生方が来たときに、お休み

をもらって。ミシガン大学といったら中心的な所

だから、いろいろな所にわりと行きやすかった。

オハイオへ行ったり、デトロイトへ行ったり、

ゴードン・ハミルトンも聞きに行ったし。

大谷：特にその頃に、先生が関心をもっておられ

たテーマとかIまあったのですか。学会発表しなけ

ればいけないのだったら◎

森野：結局やったのは、閉鎖的なコミュニティか

ら来た、北の端から来た男の子のリ・アジャスト

メントのためのホームビジット。泊まりがけで行

きましたよ。まあいえば、親が来てしゃべってい

るのと､実際に行って見たのとの差というか違い。

病院で治療して放っておいても、よくなって帰っ

てもまた帰って来たら困るということで、リ・ア

ジヤストメントの社会環境に対しての働きかけ

を、別にソーシャルワーカーだけでやってもしょ

うがないですから、一緒に。

大谷：アメリカでのお仕事で、今から振り返って

一番学ばれたこととかいうのは、一番印象に残っ
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ていることというのは。

森野：一番印象に残っていることは、やはり患者

に対して1年とか2年というスパンで関わっていけ

る環境◎日本では難しいですね。

それで評価に対して、何とかそれをきちんとし

たかたちで見えるようにするにはどうすればいい

か、というのがいわれ出した頃です。でも統計な

んかはきちんとやっていましたけれども。

大谷：それで、日本に帰ってこられて、淀川キリ

スト教病院ですね。

森野：あの時は私は、淀川キリスト教病院と大阪

逓信病院へ行っていました。その頃は逓信第３内

科と言っていました。淀川キリスト教病院で、時

間給360円でびっくりしたりして。私は淀川キリ

スト教病院へ初めに行ったのは、精神科の先生が

おられないで週1回か何かやってということで

行ったのです。私はパートで2日かそこら行って

いたのではないでしょうか。だからソーシャル

ワークということもあったけれども、精神科がな

かったというのも呼ばれた理由だったと思いま

す。

汚い建物で進駐軍から払い下げの木造だった。

おもしろいのです。何を覚えているといったら、

福祉事務所に「この人1900何年」と言ったら。

｢え、外人ですか」って言われた。あの頃、昭和

何年と言わないで、生年月日の時にうちは両方書

いているでしょう。だから1900何年と言ったら

｢え、その人外人ですか」と言われたのを覚えて

いる◎

大谷：淀川キリスト教病院ではまずどんなことを

されたのでしょうか。

森野：ドクターにソーシャルワーカーとは何をす

る人かということをわかってもらう。例えば産婦

人科なら、特に前からいろいろなクラスを一緒に

していたからわかっておられるけれども、あまり

関係のない外科とか内科とか、小児科は一番関係

がありますね。だけど内科とかIま、まだまだだか

ら、回診に全部ついていたりしていて、あとのカ

ンファレンスにも出たりして、だんだんソーシャ

ルワーカーの働く場所がこういうものだとわかっ

てもらったことではないでしょうか。

それからあれもしました。ソーシャルワークは

こんなことをしていますという、大きな写真にし

て何かの時にＰＲしたりして。わりと福祉事務所

とか連絡があったし、福祉事務所との勉強会みた

いなのもしていたみたいです。内部で看護婦さん

に対してのクラス、実際のケースを通してソー

シャルワーカーはこんなことをしていると話した

り。こういう仕事をやっていますというのを、実

践を通してみんなにわかってもらうのと同時に、

ほかの意味でもPRをして存在をわかってもらう。

大谷：先生は大阪医療社会事業協会なんかで随分

グループスーパービジョンや研修を行われました

が､一番強調されたのはどういうところでしたか。

森野：ギブアップしないことじゃないかな◎あの

頃はよく３年目にたくさん辞めていったではない

ですか。結局「あなただけと違う、みんな大変な

のだ」とシェアリングして、「みんなも困ってい

るのだし、あなただけではないから」と。それで

過去に大変だったといって辞めなくてよかった人

もいるじゃないかということではなかったでしょ

うか。

ソーシャルワーカーに伝えたいこと

大谷：そういうことと、先生が向こうでいろいろ

と経験されたことのギャップは。

森野：それは初めから比較できないと思っている

から。でも、アメリカでよく言われたのは、「日

本人とアメリカ人とはずいぶん考え方が違うだろ

うに、日本に帰ってどれくらい役に立つか」と言

われたことがあります。私は、人間というものは、

困難とか悩みというのは共通だから、それのアプ

ローチの仕方は少し変わるかもしれないけども、

それを目標として援助していくということには変

わりないのではないかということをいってきまし

た。それは、アメリカで教育を受けてきたことを

振りかざしてはいけないけど、受けたものが日本

で役立つと思ってやってきたのです。

そのために日本･協会とかいろいろなところがサ

ポートしてあげないといけませんね。大阪協会は

ずいぶんそれをやってきているのではないかなと

思うけれども。一番たくさんスーパービジョンの

をやったのは私だっていっていましたね。私は

｢へえ－」と言って感心していたんですけれども。
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ずいぶん前の話だけどね。私は全然そんな意識は

していなかったけれども。わりと経験のあるワー

カーとでやってハンドブックみたいなのを作りま

したでしょう。内容的には、１年目の人が2年目ま

でかな、どうするべきだということとかあったで

しょう。実際的なものとして。

大事なことは、限界を知らないといけないと思

うのです◎できることとできないことを知って、

できないことをできるようになれるものかなれな

いものか、それがいいのかどうかという判断もで

す。ソーシャルワーカーがお医者さんの代わりを

してもしょうがないですから。それがすごく大事

ではないかと思います。できることと、できない

こと。できないことはするほうがいいのか、これ

は私たちの仕事の範嬬ではないということをしな

かったら、病院から追い出されると思わないと。

いわばプロフェッショナルとして「これは私の守

るべき砦（とりで）である」というものを、みん

なできちんと持っていかないと、その時その時に

｢あっち向け」と言われたからこっち向いてして

いっていたのでは・・・・基盤がどこにあるかと

いうことが大事なのではないだろうかと思いま

す。

大谷：最後に、先ほどの繰り返しになりますけれ

ども、今の日本でのソーシャルワークの現状の中

で、特に実践家の養成とかそういう意味で先生が

特におつしやりたいことと、それと先ほども

ちょっと言われましたけれども、アメリカで学ば

れたこととかアメリカでの考え方・方法論で、日

本で活かせるものと活かせない、少し関係のない

ものというのはどういうところになるのかという

あたりは・・・・

森野：先ほども言っていたように、評価とか、人

格を否定されるとか、そういうものが残っている

カルチャーだということを知って、それにアプ

ローチしながらやり方を変えることを教えてい

く、そういう意味ではないかと思います。内容そ

のものではなくて、アプローチの仕方をどういう

ふうに持っていくかということが大事ではないで

しょうか。

大谷：そうすると、先ほどの繰り返しになります

が、向こうの人にとっての評価というのは、一体

医療社会福祉研究VoLllNo.’・Vol,１２No.12003]２

どういうものなのですか。

森野：評価というのはパッド．アンド．グッド両

方。パッドとグッドの両方ですね。ソーシャル

ワーカーたるものは、そのグッドのほうをできる

だけ強調していく。「へま」していても、その人

が一生懸命やっているそのものを評価してあげ

る。やっていることそのものを、「もう少し変え

てこうしたらいいのではないか」というふうに

いってあげたら、その人も聞く耳を少しは持つか

もしれない。やはり子供を育てるのと一緒で、い

い面をまず、どこかにあるはずだからスーパーバ

イザーたるものそれを探す。それで改良するよう

な点も付け加えていく。

やはりそれで、人間が好きでないといけません

ね。仕事なのだけど、仕事としてやるのではなく

て、自分がそれをやりたいからやらないとだめで

す。どういえばいいかな。与えられた仕事だから

ということもあるけれども、１人でも少しでもよ

り良い状態になってくれたら、その人が。河合隼

雄さんが昔いわれたのは、自分がスーパービジョ

ンを受けている時に、スイスでスーパーバイザー

に、「こんな人と１日中付き合っていたら、自分は

何をしているのかと思う」というようなことを

言った時に、スーパーバイザーに「あなたは１人

の人にそれだけ力になれるというのは、それほど

すばらしいことはないか」といわれたのです。だ

から、それをすばらしいと思うか、「こんなこと

をしていていいのか」と思うか、その差ではない

かと思うのです。やはり何かをやっているから、

そこから何かが生まれてくると思わないとあほら

しくてやっていけないのではないですか。そうし

たら、変な人がスーパーバイジーに来たらどうす

るかということになるのだろうけども。実際は

｢この人変わっているな」と思っても、どこかに

いいところがあるはずなのです。それを見つけら

れないのは、スーパーバイザーが悪いのかもしれ

ないと思わないといけないのではないでしょう

か。でも、たまらない人もいます、たまには。ま

あ滅多にそんな人はいない。

大谷：人に対して、いかに肯定的というかポジ

ティブに関われるかということですね。

森野：そうですね。それは、自然なものもあるだ
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ろうけども、努力もあると思います。でも職業と

して選ぶのなら、その努力はついて回ってくるも

のではないかと思うのです。

生まれ持った素質がどうのこうのといったら、ま

た怒られるからいけないですけれども。私がいつ

も学生にいうのは、先ほどもいったけれども、こ

れも誰かにいわれて来ているのでしょうけれど

も、「ワーカーだからといって、患者さん、クラ

イアントに対してすべてのことに答えを出すこと

はできないのだ｣。性々にして初心者は、全部答

えてあげないと「私がだめ」だと。クライアント

ではなく「私がだめ」と思いがちである。「私が」

はどうでもいい。どうでもいいことはないけれど

も、クライアントがどうかということが大事なの

だから、私がわからないことは「わかりません」

と言って決して「私」の価値が下がるのでもない

し、「わかりません。隣のもっと経験豊富な人に

聞きます」「来週までに調べておきます」云々と

いうことで、自分をきちんと出すことがかえって

プラスになって、マイナスにはならないのではな

いか。信頼性の問題とかいうことで。

だから、ワーカーだからといって変に胸を張る

のはよくない。わからなくて当たり前なので、わ

からないからあなたが悪いのではない。初めは未

熟なのだから。成熟して、いろいろと経験してい

てもコンサルテーションなんかの話で、それが必

要かどうかということがわかるだけの自分を評価

する力を持つようにしなければいけないわけで

す。だから、スーパービジョンも必要かどうか、

コンサルテーションが必要であるか。必要である

ということがわかることが大事であって、必要と

することがだめなわけでない。

若い人のつまずきは、「ワーカーは一杯あって

何かわからない」ということになって「私はだめ

だ」ということになったら気の毒だと思うから、

それはそうではないということを経験のある人が

教えてあげないといけないと私は思うのです◎先

ほどの「ネバー・ギブアップ」ではないけれども。

ネバー・ギブアップだけれども、ギブアップしな

いといけない段階も知るべきだと思います。そこ

で精神的につぶれてしまったら困るから。

限界を知るということが大事だと思います。限

界を知るということは、決してその人が「ペケ」

ではない。でも、みんな競争社会でマルペケで来

ているのだから、いつかそれを変えないとそれで

ずっと行ったら、どこかでつまずくのではないか

なと思うのです。常識が大事だということと、職

業倫理とか価値とかいうものに対していつも目を

向けているかということを、私は学生にいってい

るのです。

大谷：今のお話からすると、例えばスーパービ

ジョンとかいうのは、えてして知識の部分とか非

常に特別な、自分の目の前のクライアントに対し

てどうしていいのかわからないけれども、どこか

にいい方法が､特別な方法があるのではないかと、

そういう特別なことを教えてもらう、身につける

というようなイメージがどうしてもあると思うの

です。だけど先生がおっしゃったのは、そうでは

なくて、その人にとって最も基本的に必要なこと

が何であるのか。だから時期によったら、辞めず

に続けることが大事であれば、そのことを自信に

おいて進めていくというのがスーパービジョンで

あるというようなこと。これはソーシャルワーク

の基本と同じで、スーパーバイジーが何を必要と

しているのかというようなところから始まるわけ

ですね。

森野：コアはベスト援助、ベター援助。援助が大

事だけれども、その援助をするためには、ワー

カーがそれをできるようにする。クライアントに

いい援助を与えるのは、スーパーバイザーが与え

るのではないのです。だから、ワーカーが与えら

れるようにスーパーバイザーは何をしていったら

いいかということです。でもあくまでもスーパー

バイザーは、クライアントに対してワーカーがい

い仕事ができるようにすることであって、ワー

カーの治療ではないということをよくいわれてい

るわけです。だから、スーパーバイザーというの

は、「スーパー診る人」ではないと。スーパービ

ジョンということで、よく「スーパー・ビジョン」

と言って前にジョークがあったけれども、何も見

透かされて操られるのではないということ。クラ

イアントとある意味では一緒ですね。

大谷：今日は貴重な話を聞かせていただきどうも

ありがとうございました。
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日本医療社会事業協会・５０周年記念誌編集委員会編

『日本の医療ソーシャルワーク史。
日本医療社会事業協会の50年』

|:1本医療社会事業･協会発行川島書店発売2003年
Ｂ5版276＋ＸＶページ

この『50周年記念誌』は，「50年誌準備委員会」

(1994～96年度)，「50周年記念事業検討委員会」

(1997～2003年度)，「50周年記念誌編集委員会」

(1999～2002年度）によって編集されていること

からわかるように，多くの人びとが長い年月をか

けてまとめている。Ｂ5版300ページ近くの大冊で

あるが，会員が3000人を超えた大きな協会の50年

史（誌）であるために，執筆者の多くは書き足り

ない思いで原稿を提出せざるをえなかったであろ

うし，読了した会員にも「自分が参加した活動，

事業について重要な事項が正確に記録されていな

いし，正当に評価されていない」と思った人びと

が少なくないであろう。

華者が日本医療社会事業協会の活動に参加した

のは，児島美都子会長の依頼を受けて国会請願の

ための文番を起草した昭和50年ごろから，須川磯

会長の依頼を受けて厚生科学研究や協会資格認定

準備を行った59年ごろまで（1975～84年）である。

本書には，この時期についての記述が不十分であ

ると考え，補足を中心に書評を書こうとしたが，

本書全体の構成から検討する必要があると考え直

した。

本書は，日本医療社会事業協会の50年の記録で

あるが，「記念誌」の部分と「歴史」の部分とが

ある。第Ⅲ部「回顧と展望｣，第Ⅳ部「都道府県

協会の歴史と取り組み｣，第Ｖ部「資料編」は，

｢記念誌」の部分であり，115～273ページにわ

たっており，本書の約半分のページを占めている。

｢歴史」の部分は，第１部「保健医療ソーシャル

ワークの歴史」（第１章戦前・第２章協会25年史）

および第Ⅱ部「日本医療社会事業協会が取り組ん

できた事業の歩み」から成っている。

本書を「日本医療社会事業協会50年史」として

評価すると，第Ⅱ部が最も重要である。「現任者

教育の歴史」「組織活動の歴史」「事務局活動の歴

史」「渉外活動の歴史」「社会活動の歴史」「出版

活動の歴史」「資格制度化運動の歴史」「業務分析

の取り組み」「委員会活動の歴史」が，第３章から

第１１章までの各章において述べられている。各章

それぞれに教えられることが多いが，筆者は第９

章「資格制度化運動の歴史」をとりあげたい。第

Ⅱ部（１３～114ページ）のうち，第9章（54～９２

ページ）は4割近くを占めており，最も充実して

いる。

第９章では，「資格制度化運動の歴史」が，次の

ように段階区分されている。

１．協会前史としての資格運動

２．協会設立期

３．身分法運動時代（1953～73年）

４．資格制度化運動Ｉ（1973～79年）

５．医療福祉職制度化運動（1981～86年）

６．国家資格にもっとも近づいた6カ月（１９８７

年）

７．困難な時代（1987～92年）

８．「医療福祉士案」をめぐるやりとり

９．精神保健福祉士単独立法化への対応

１０．協会内認定の動き

１１．社会福祉士への道

１２°まとめ

本章の執筆者である松山真氏は，社会福祉士法

が制定され，それへの対応をめぐって協会内部の

対立が激化した1987年の総会で副議長を務め，８９

～90年に協会事務局長，９３～94年に副会長など要

職を歴任した経験を持っているだけに，社会福祉

士を基礎資格として保健・医療分野のソーシャル

ワーカーの任用・研修や施設内位置付けの評価な

どが進展してきた経過が明らかにされている。し

かし，その反面，社会福祉士法案が検討課題にな
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る以前の資格制度化運動についての検討が不十分

である。そのために松山氏が結語としている「歴

史から学んでいただきたいのは，明日からの自分

のあゆみ方である」という「歴史からの教訓」を

必ずしも明確に示していない。

筆者の見解では，資格制度化運動は，日本医療

社会事業協会が結成以来とりくんできたソーシャ

ルアクションである。ソーシャルワーカーは，専

門的ソーシャルワーク技術によって効果的にソー

シャルアクションを推進し，その目標を達成する

ことができなければならない。このような明確な

方法論は，協会員のなかに，どの程度まで共有さ

れていたであろうか。

専門職団体として効果的にソーシャルアクショ

ンを推進するためには，まず第１に達成すべき目

標を明確化し，共有しなければならない。その目

標は，ソーシャルアクションの一貫した目標とし

て，協会内外の人びとに認識されなければならな

い。そのような一貫した目標が，資格制度化運動

に存在していたかどうかについて，検討する必要

がある。

筆者は，1968年総会で採択された「医療社会福

祉土法案」のなかに，基本的目標が明らかにされ

ていると考える。すなわち，この法案には，「大

学・大学院の社会福祉を専修する学科・課程にお

いて医療社会福祉に関する科目を修めて卒業した

者」に受験資格を認めることが明記されており，

｢社会福祉学」を基盤とする福祉職であるとされ

ている（本番，199ページ)。

この「法案」が総会で採択された後に，協会が

解体状態に陥った経過・理由などについての証言

は乏しい。しかし，「医療社会福祉士資格」の実

現をめざすソーシャルアクションが挫折した理由

は，３点あげられる。第１は，６章21条から成る

｢法案」を掲げて協力を求めるというソーシャル

アクションにふさわしくない方法をとったこと，

第２は，「社会福祉士」資格制度化をめざすソー

シャルアクションと連動しなかったこと，第３は，

1971年に中央社会福祉審議会が発表した「社会福

祉士法制定試案」に，社会福祉学研究者・「福祉

労働者」の多数が反対し，法制定が阻止されると

いうラデイカリズムの商まりが，日本医療社会事

業協会の内部にも及んでいたこと，である◎

このような状態に陥っていた11本医療社会事業

協会を再建したのが，児島美都子会長を中心とす

る執行部であった。児島会長は，1973年に選出さ

れ，「社会的要請にこたえられるようなＭＳＷの資

格向上と制度化をはかる」という方針を決定した。

運動を進める方法については，３年余の長い時間

をかけて検討が重ねられ，1976年総会で「資格制

度の内容は，必侭制，任川盗格，業務基準，待遇，

研修制度，経済的裏付けの6点を検討する」と決

定された。この段階で，筆者は，児島会長から国

会請願運動への協力を要請された。筆者は，その

数年前に「原爆被爆者援誰法」の制定を要求する

ソーシャルアクションに協力していたので，その

体験を活かして児島会長に協力することにした。

当時，筆者は日本医療社会事業協会の役員ではな

かったので，資格制度委員会というワーキンググ

ループを設けてその委員長に就任するよう図って

もらい，検討資料の作成作業を進めた。理事会・

総会の決定を経て，下記の請願文と請願事項を掲

げた署名運動と衆・参両院の各党議員への協力依

頼活動がスタートした。
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､医療ソーシャルワーカー｣|の資格の制度化を要望する請願書

請願趣旨

医療ソーシャルワーカーの仕事は，病院・保健所・福祉施設などで，結核患者，小児雌病幽者，渡たきり老人，

精神障害者，成人病患者，公害病思将，職業病患者，身体陳答者，など治りにくい飯い病気や傷害をもつ恩荷・家

族が，療養生活上の問題を解決するよう援助することです。

このような患腎・家族は「医療盤をどうするか」「療養巾の家族の生活をどうするか」「職業生活を統けることが

できるか」「退院後，社会に復帰することができるか」などいろいろな問題を抱えており，これらの問題は忠蕃や

家族だけの力で解決することができません。

医療ソーシャルワーカーは，このような問題を抱えて悩んでいる患者や家族を援助するために，社会福祉につい

ての専門的な知識と技術をもって個々の相談に応じたり，グループ活動をすすめたり，地域社会に働きかけたりし

ています。

このような医療ソーシャルワーカーの仕事は，現在医療に欠かすことのできないものになってきており，医療

ソーシャルワーカーは近年，保健・医療・福祉の各機関や施設に蛸興されてきています。しかしまだ多くの機関施

設におかれていませんし，また任用されているところも定貝の少ないのが現状です。（例えば，全岡800余りの保健

所に200人足らずのワーカーが配慨されているにすぎません｡）

これでは，患蕃・家族の要望に充分にこたえた医療補祉体制とはいいがたいと思います。このように医療ソー

シャルワーカーが必要なところに光分に任用されていない根本的な原因は，第一に医採ソーシャルワーカーの盗格

や配瞳基準などの制度が確立されていないこと，第一島に医療ソーシャルワーカーを任用した場合の財政的奥付けが

ないこと（診療報酬点数に認められていないことや，凶の助成金がないことなど｡）であります。

社研法人日本医療社会事業協会は，結成以来20余年，医療福祉事業を拡充し，医療ソーシャルワーカーの資質を

高めるための活動を続けてきましたが，今や医療福祉事業の制度化と財政的基盤の確立を求める請願を行う段階に

きたと判断しました。

上記の事情を御配慮の上，早急に次の蛎項を実現されるよう強く要望いたします。

請願事項

１．医療福祉事業を制度化すること。

（１）医療ソーシャルワーカーの盗格を認定する法規を設けること。

（２）保健・医療・福祉の各機関，施設に医療ソーシャルワーカーを配世する基準を定めること。

（３）その他医療福祉事業の推進に必要な描世を識ずること。

2．保健・医療・福祉の各機関，施設に対して医療ソーシャルワーカーの設慨に必要な財源を保障すること。

（１）国家予算による助成措置を講じること。

（２）診療報酬点数の新設，免税等の措置を識じること。

3．医療ソーシャルワーカーの教育・研修体制を確立すること。

（１）大学・大学院における医療福祉事業の研究教育体制を確立すること。

（２）医療ソーシャルワーカーの現任研修の条件を整備すること。

昭和52年月「Ｉ

衆議院 議長保利

参議院 議長安井

茂殿

謙殿

社団法人日本医療社会事業協会
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上記のように1977年に請願趣旨を理論化し請願

事項を体系化して，当時の福祉・保健・医療分野

のリーダー，一番ヶ瀬康子・岡村重夫・児島美都

子・須川豊・仲村優一の5氏に呼びかけ人になっ

て頂いて運動を開始したため，協会員の大多数が

稚極的に運動に参加し，専門職や患者・家族をは

じめ多くの市民の署名を集め，各党の社会労働委

員の理解と協力を得て，７８年に，参議院社会労働

委員会で請願項目すべてが採択され，続いて衆議

院社会労働委員会で請願事項１「医療社会事業の

制度化，（１）資格を認定する法規の創設，（２）配

置基準の設定」が採択され，７９年に，請願事項３

｢医療ソーシャルワーカーの教育・研修体制の確

立，（１）大学・大学院における医療福祉事業の研

究教育体制の確立，（２）医療ソーシャルワーカー

の現任研修条件の整備」も採択された。

児島会長が就任して国会請願運動の準備に5年

間をかけても運動を開始できなかったのに，プロ

ジェクト・チームを作って請願内容の理論化と政

策の体系化を行ってからは僅か1年余りで請願目

標をほぼ達成することができたのである。

しかし，衆参両院で請願が採択されても，当時

は高成長から低成長に転換し，社会保障・社会福

祉の拡充が困難な状況になっていたため，厚生省

は直ちに医療ソーシャルワーカーの資格・配置基

準を制度化することに消極的であった。須川会長

に代わってからは，厚生科学研究による調査研究

を実施し，その研究成果を活用して「医療ソー

シャルワーカー業務指針」を作成し，その普及を

図る，などの対応策をとってきた。

日本医療社会事業協会は，1981年に須川豊氏を

会長に選び，新しい状況への対応を図ったのであ

るが，児島元会長は当時の状況を次のように説明

している（『50周年記念誌.１１１９～120ページ)。

｢私が会長の時取り組んだのが資格制度運動であ

る。身分法運動を資格制度運動（後に医療福祉職

専門職化運動）と改め，目的を専門職の確立と同

時に，患者・家族の人権を守る制度化であること

を明らかにし，任用資格・必悩制・教育研修，業

務，経済的裏付け，待遇の6点を内容とする連動

として改めて取り組んだ。この時の運動は国会へ

の署名請願活動，関係団体や患者団体への働きか

け，医療・福祉の学識経験者の支持署名と，これ

までとは違ったスタイルで，衆参両院とも全党一

致で請願採択されるなど大いに盛り上がったが，

その後の進捗がはかばかしくなかったことから，

内部に再び行政に実力のある人材をという声が高

まり，私は会長を辞した。…後にこの時期の資格

制度運動は，山手茂氏から“日本の政治はきれい

な運動では動かない”と評された｡」

このような児島元会長の見解には，多くの誤解

が含まれている。まず，筆者自身については，

｢政治権力をめぐって争う政治」と「国や自治体

の施策を決定する政策」とは峻別すべきであると

考えているから，資格制度化運動は「政治運動」

ではなく「施策推進のソーシャルアクション」で

あるという前提に立って，「全政党の賛成を得る

ことによって採択される請願」の成功のためには

自分が支持する政党であると支持しない政党であ

るとにかかわらず理解と協力を求める活動をしな

ければならないのだから，「きれいごとの運動，

すなわち支持する政党にだけ協力を求める運動」

をするだけでは目標を達成することができない，

と言ったのである。それを誤解して，「きれいな

運動では動かない」と言ったと書かれ，筆者が

ダーティな人間であるような印象を与えられるの

は迷惑である。児島元会長は，請願運動と一般の

｢要求運動」との相違を認識していないのではな

かろうか。

また，児島元会長は，請願事項についても，

｢資格を認定する法規」を「任用資格｣，「配侭基

準」を「必置制」など，請願文書決定以前の段階

で用いられていた用語を使っている。このように，

協会の役員を含む多くの協会員が，衆参両院で採

択された請願の内容とその理論的・科学的根拠を

正確に理解することができなかったこと，そのよ

うな協会員グループが存在したことが，その後の

社会福祉士制度への対応，「医療福祉士案」への

対応などにおける内部対立の原因になったのでは

ないであろうか。

長文の書評，しかも私情を含んだ書評になって

しまったので，岐後に本書の編集の方法について
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批判しておきたい。

本書は，「50周年記念誌」としてみると，１９７３

～75年の副会長，７７～78年の事務局長の要職に

あった青柳氏の名前が姓だけであるなど，資料と

して不完全な部分がある◎事務局の移転などのた

め資料･が散逸しているなど止むをえない事情があ

るにしても，関係者に聴取調査するなどして補っ

てほしかった。

また，第15章「日本医療社会事業協会の重要文

書」のなかに，1957年の請願・陳情文書や1968年

総会採択の「医療社会福祉士法案」を掲載しなが

医療社会福祉研究Vol､１１No.ｌ・Vol､１２No.１２００３．１２

ら，衆・参両院で採択された請願文書および関係

文書をとりあげていないのは，どのような判断基

準によるのかわからない。また，協会が関与して

出版社から公刊した出版物のリストもほしい。

日本医療社会事業協会の歴史は，多くの会員の

献身的活動によって，つくられてきた。本書を読

みながら，自分自身の活動史を想起し，不満を感

じる人びとが少なくないであろう。別の形で，本

格的な日本医療ソーシャルワーク史が書かれるこ

とを期待したいｃ

(新潟医療福祉大学：山手茂）

－４９－



「実践報告」投稿の呼びかけ
「医療社会福祉研究」誌の編集委員会では，「実践報告」という新たな投稿枠を設けることにしまし

た◎主な目的は，実践現場の会員の投稿がより促進され，実践と研究の相互交流が強化されることに

よって，医療社会福祉学の発展に寄与することです。実践現場では，従来の書物や論文等に整理された

知識や理論だけでは対応しきれない問題が次々に生じ,試行錯誤的な取り組みが行われているはずです。

また，介護保険制度の施行や今後の医療改革によって，実践上の課題や活動の枠組みに変化が生じるこ

とも予想されます。医療社会福祉は，純粋科学ではなく，人々の直面する現実の健康・生活問題に向き

合い，その問題解決に寄与しようという実践科学です。実践の現場での情報提供や課題提起を促進し，

実践と研究の密接な関係に立って，医療社会福祉を発展させるために，実践現場の方々からの積極的な

投稿を期待します。

「実践報告」

目的：主として現場の会員の実践経験に関わる各種の情報の紹介を行ったり，今後の理論化のために論

議の必要な課題を提起することにより，今後の医療社会福祉の理論化・体系化に寄与すること。

内容：医療社会福祉の対象の理解や実践活動に関わる報告，広く会員の実践家・研究者に知らせる価値

があると思われるものならどんなものでも可。また，今後の理論化や価値判断に関わる問題提起

など。内容については，多岐にわたると予想されるが，たとえば，次のような報告が考えられる。

一従来あまり紹介されていない新しい特殊なタイプの疾病・問題に関わる情報

例．高度脳機能障害患者・家族の生活困難の具体的状況

外国人や中国からの帰国子女等へのソーシャルワーク援助事例

虐待が疑われる児童患者ケースへの病院とソーシャルワークの対応事例

一制度の改変等に伴う新しいタイプの問題や実践課題の変化について

例．介護保険の施行に伴う院内における退院計画業務の再編

一実践の場の変化に伴うソーシャルワーク業務の変化や共通性について

例．病院から在宅介護支援センターへの配置転換によるソーシャルワーク業務の変化

一技術革新や社会の変動に伴い新たに価値判断を求められる課題について

例．脳死からの臓器移植に関わる倫理的問題について

構成：構成および形式については，以下の「研究論文」に準じることが望ましいと思われますが，内容
により柔軟に適用したい考えていますので，投稿時にご相談下さい。

「研究論文」

内容：医療社会福祉に関わる何らかの研究課題について，実証的データや理論的考察によって，何らか
の結論を明示するもの。

構成：研究内容によって多少の相違がありうるが，概ね次のような構成となる。

｜・緒言（序論，はじめに）研究の背景・意義，研究目的，研究課題

１１．研究方法（調査方法）研究・調査の方法に関する記述や使用するデータの出所等

Ⅲ、研究結果（調査結果）研究・調査の結果・成績（考察や結論に関わる研究・調査の結果を

できるだけ解釈を交えずに客観的に提示する）

Ⅳ、考察（考案，討論）研究結果の評価，解釈，予想される異論に関する討論等

Ｖ・結語（結論，おわりに）結論，今後に残された研究課題

注，文献，付記など

（事例的研究等ではⅢとⅣを完全に分離することが困難な場合があり，「結果と考察」のようにまと

めて記述することもあるが，その際にも，客観的事実の部分と著者の考察・意見に関わる部分は区別

して記述することが必要）



医療社会福祉研究第11巻第1号．第12巻第1号

2003年12月３１日発行

編集

編集責任者

発行

発行責任者

印刷

日本医療社会福祉学会「医療社会福祉研究」編集委員会

手島陸久（編集委員長）

日本医療社会福祉学会

〒259-1193神奈川県伊勢原市望星台

東海大学病院総合相談室内

Ｔｅｌ：0463-93-1121（内線3355-9）

Ｆａｘ：０４６３－９２－６１７５

橘高通泰（Ｈ本医療社会福祉学会長）

株式会社相模プリント

1部定価1,100円



December2003

ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＳＯＣＩＡＬＷＯＲＫ］[ＮＨ洞ＡｗＴＨ

Vb１．１１No.１／Ｖｂ１．１２No.１

KeynoteSpeechatl3thAnnualMeeting

Thinkingaboutsocialworkfromthefield：

Alawyerlsperspectiveofmedicalproblemsandthepoverty…･…HirokiBito

Articles

Hospitalstaffsunderstandingandrecognitionofpatientpsychosocialissues

（lifetasks)andtheroleofsocialworker……HachiroTogashi,ReikoTakada，

KayokoKaizu,AkinobuSugiyama,＆TomomiHirano

Irhetendencyofsocialworkersinacknowledgingsocialworkpro量Ciency

atseveralsocialworkagencies…．．…･………AyakoMinami＆KayokoII1akeda

|nterview

Trainlngandeducaijionofsocialwo1jkers・…･…･……･…………………IkukoMorino

（interviewedbyAkiraOtani）

BookReview

SﾉZjge池YZz77zate

Publishedby

ＪＡＥＡＮＳＯＣＩＥＴＹＯＦＳＯＣＩＡＬＷＯＲＫＩＮＨＥＡⅢ'Ｈ(JSSWH）


